
 

 

 

企業の環境情報開示のあり方に関する検討委員会（第２回） 

 

日時：平成23年１月31日（月）９：30～12：30 

場所：ホテルフロラシオン青山 孔雀の間 
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○猿田課長補佐 それでは、定刻となりましたので、これより第２回企業の環境情報開示

のあり方に関する検討委員会を開催いたします。 

 本日は、ご多忙中にもかかわらず、ご参集いただきまして、まことにありがとうござい

ます。 

 私は、環境省環境経済課課長補佐の猿田でございます。よろしくお願いいたします。 

 初めに、配付資料のご説明をさせていただきます。お手元の資料をご確認ください。 

 最初に、議事次第がございます。 

 次に、座席表が入っております。 

 資料１といたしまして、企業の環境情報開示のあり方に関する検討委員会委員名簿でご

ざいます。 

 資料２といたしまして、今回は検討委員会の開催に先立ちまして、各委員の方々にアン

ケートにお答えいただいておりますので、そのアンケート結果を事務局のほうでまとめた

資料でございます。 

 資料３－１～３といたしまして、今回、金融機関の皆様方の環境経営の取り組み紹介の

資料を入れさせていただいております。 

 資料４といたしましては、ＦＴＳＥの取組紹介の資料がございます。 

 参考資料といたしまして、これは委員のみの配付とさせていただいておりますが、ワー

キンググループのほうで作成しております、１といたしましては、各国の環境情報開示制

度の概要のドラフトバージョンでございます。 

 参考資料２といたしましては、各国の環境経営及び環境情報の促進策の概要ということ

で、これもドラフトでございます。 

 参考資料の３といたしましては、促進策の一例といたしまして、韓国の環境情報開示シ

ステムに関する概要の資料を入れさせていただきました。 

 以上が資料のご説明でございます。 

 環境経済課長の正田がきょう別件で本日は欠席とさせていただきます。 

 これより先の議事進行につきましては、上妻委員長にお願いいたします。 

○上妻委員長 皆さん、おはようございます。本日も長い検討会になりますけれども、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、前回ご欠席だった神戸大学の國部委員から、ご所属とお名前をご紹介

いただきたいと思います。 
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○國部委員 神戸大学の國部と申します。前回はイギリスのＡ４Ｓの総会がございまし

て、欠席いたしました。よろしくお願いいたします。 

○上妻委員長 続きまして、本日、ゲストスピーカーとして、ロンドンを拠点としてご活

躍されているＦＴＳＥの岸上様においでいただいておりますので、岸上様から、ご所属と

お名前のご紹介をいただきたいと思います。 

○岸上氏 英国のＦＴＳＥの責任投資を担当しております岸上と申します。本日はどうぞ

よろしくお願いいたします。 

○上妻委員長 どうもありがとうございます。 

 それでは、環境省から、前回、検討委員会の検討内容についてご説明をお願いいたしま

す。 

○猿田課長補佐 前回の検討委員会におきましては、人権なども含めた企業の社会的責任

の重要性、環境と人権との関連性、先進的な企業経営における環境と経営との一体化、ま

た、サプライチェーンやバリューチェーンに管理の幅が広がっているなど、経営のあり方

や今後の企業の環境取り組みの方向性に関して多くのご意見をいただきました。また、欧

州の動向などをもとに、企業の環境情報開示のあり方について、開示の時間軸、財務情報

との関連性、読み手の特定、そして、開示する範囲や将来予測情報などの開示項目などに

ついて多くのご意見をいただきました。本日の議論に入ります前に、議論の方向性を確認

させていただくため、本検討委員会の発足に至る背景から改めてご説明させていただきま

す。 

 国として環境問題に取り組むに当たりましては、環境と経済の両立を図る必要がござい

ます。なぜならば、地球温暖化、生物多様性の危機、大量廃棄といった問題にさらされて

いる健全で恵み豊かな環境は、人類の生存基盤であると同時に、持続可能な経済活動の基

盤であると言えるからです。また、環境は経済成長をもたらす重要な柱でもあります。成

長戦略においても、環境エネルギー分野は潜在的需要が特に大きい分野と位置づけられて

おり、温暖化対策、廃棄物処理、リサイクル、公害対策等の分野で、投資や技術開発を促

進することは成長と雇用創出につながります。我が国は、世界的に見てもトップレベルの

環境技術を有しており、こうした技術の海外展開を図ることは、世界全体の環境負荷の低

減になるとともに、我が国の成長に寄与するものと考えられます。環境技術と同時に、日

本の環境管理指標や環境情報開示も世界のトップレベルにあると考えられます。これは過

去の公害経験から日本が環境と経済の両立を図るべく、官民が協力して努力してきた成果
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であり、世界に誇れるものであります。このすぐれた環境取り組みを世界に普及させ、地

球全体を環境と経済の両立した持続可能な社会に向かわせていくことは、日本にできる世

界貢献であると考えます。アジア諸国など今後成長していく国々に我が国の環境取り組み

を紹介し、お互いの国がメリットを享受できる関係を築いていくことこそが、持続可能な

社会づくりのために必要なことではないでしょうか。 

 本検討委員会のテーマは、企業の環境情報開示ですが、前回ご説明させていただきまし

たとおり、本検討委員会が目指すものは、企業の環境配慮行動を促進する好循環を生み出

すための実行まで含んだ幅広いものとなっております。環境情報の付加価値を高め、社会

の経済システムの中で環境情報が有効に使われていくものとするために、いかなる情報を

どのように開示していくのか、実行に移すためにいかなる施策が効果的か、また、グロー

バルにこれらの仕組みを共有化していくためにはどのような取り組みが望まれるのか、幅

広い見地からご検討いただければと存じます。 

 環境情報は今後ますます重要性を増していくと考えられます。一方で環境問題が対処す

べき重要な課題となる中で、経済活動において環境情報が有効に利用されていないのであ

れば、環境情報の重要性が高まっているとは言えないと思われます。環境情報が有効に利

用されるために、環境情報開示の枠組みをしっかりとつくるとともに、利用されるための

施策についても官民協働で取り組んでいくことが必要です。 

 そもそも企業活動にかかわる情報の開示は、企業の責任において目的に適合した情報を

適切に開示することが基本であると考えます。環境情報に関しても同様で、企業の環境取

り組みをしっかりとステークホルダーにご理解していただくために適切な情報を開示する

必要がございます。また、環境報告はステークホルダーを特定するものではなく、事業者

等を取り巻くすべてのステークホルダーに対して情報を開示するものであり、それは社会

全体に対してみずからの社会的責任の一部である環境取り組みについて開示するものにほ

かなりません。それゆえ、開示される情報の利用者、いわゆる読み手は限定されるもので

はないわけであり、この考えは環境報告ガイドラインのベースであると考えます。多くの

意思決定主体が環境情報を利用できるよう、今以上に情報の利用可能性を高めていく必要

がございます。金融機関や投資家等は、企業を取り巻くステークホルダーの１つであり、

環境情報の重要な利用者として想定されます。金融機関としても環境分野は今後の成長分

野であり、また、潜在的なリスク要因にもなり得る環境を軽視して、持続可能な経営をし

ていくことはもはやできないであろうと思われます。金融機関等が環境を意識することに
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より、環境にしっかり取り組んでいる企業と金融取引を通じて関係を強化していこうとす

るのであれば、環境により努力している企業、またはすぐれている企業へと資金循環がな

され、そこにさらなる信用創造が生まれていく、また、多くの機関投資家が環境によい企

業に中期的な投資をすることにより、株価を高い水準で安定させ、投資家にとっても企業

にとってもメリットが得られる投資環境が生まれていく、そうした効果が環境金融にはあ

ると考えております。 

 金融機関等の経営において環境への意識が十分なされるためには、どのような環境情報

の開示が必要か、また、どのような開示であれば多くの投資家等が環境を意識するように

なるかを検討していく必要がございます。既存の環境情報の開示に金融機関の視点を組み

込むこと、同時に、金融機関が利用しやすい基盤を整備することで、金融関係者による環

境情報の利用可能性を高めることができるのではないかと考えております。 

 そのため、本検討委員会には、環境など非財務情報を金融取引の中に積極的に取り組も

うとされている方々にご参加いただいております。ぜひ多くのご示唆をいただければと存

じます。 

 環境情報開示において、企業の環境取り組みをステークホルダーによりよく理解しても

らえるような内容にできるのは、当事者である企業自身にほかなりません。その点で環境

情報開示における自由度は重要です。一方、開示された情報を見て、企業の環境取り組み

やその進展度を評価するためには、環境取り組みの幅や深さが比較的容易にわかるように

なっていくことも求められます。特により多くのステークホルダーに情報を利用していた

だくためには、自由度のみならず、一定の統一性も兼ね備える必要があるのではないかと

考えております。また、情報の利用の容易性を高めるための施策を同時に実施すること

も、環境情報の付加価値を確実に高めていくためには必要だと考えております。 

 社会に存在するすべての経済主体が環境を意識することによってこそ、環境によい社

会、また、持続可能な社会が構築されていくものと考えております。前回の検討委員会で

のご意見にもございましたが、環境情報が経済主体の何らかの意思決定に利用されたり、

経済行動に影響を及ぼしたりするようになれば、さらなる情報の質の向上や信頼性が必要

になると思われます。それは環境と貨幣価値が結びつけられた場合でなくても、環境負荷

の地球環境や人、生物に与える影響が甚大なるおそれがある場合には、環境負荷情報な

ど、環境固有の情報の重要性はさらに高まります。冒頭申し上げましたとおり、我々人類

が目指すべき社会は、単に経済的な成長を欲するのではなく、健全で恵み豊かな環境を基
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盤とする持続可能な社会であり、その構築のためには、環境と経済の両立を図っていく必

要がございます。そういった意味において、環境固有の情報はますますその重要性を増し

ていくものと思われます。 

 また、既に先進的な企業が実施しておりますとおり、サプライチェーンやバリューチェ

ーンでの管理が必要とされつつあり、企業が管理すべき範囲もより広くなっております。

それは単に企業の社会的責任ばかりでなく、ビジネスリスクとしても管理する必要が生じ

ているからであると思われます。一方、管理すべき範囲の拡大は、同時に企業へのコスト

増加をもたらしてしまうリスクをもはらんでおります。多大なコスト負担は企業の成長を

抑制し、また、利益圧迫要因ともなり、企業の持続可能性を逆に阻害してしまうおそれも

あると考えられます。それゆえ、社会全体として効率的かつ効果的に環境情報を管理する

仕組みをつくり、うまく環境と経済成長のバランスをとっていく必要があるのではないで

しょうか。 

 今回の検討委員会は、情報的手法としての環境情報開示にかかわるものであり、これだ

けで環境と経済の両立した持続可能な社会を構築できるわけではございません。低炭素、

資源循環、自然共生などのさまざまな政策と情報的手法が有機的に結合し、有効に機能し

てこそ、持続可能な社会への有用な環境情報開示となり得るのだと考えております。その

点につきましても、ぜひご指導いただきたいと存じます。 

 前回の検討委員会で委員長からご説明いただきましたとおり、今、環境情報は転換点を

迎えており、来るべき将来に向かって変革の時期であると言っても過言ではございませ

ん。企業や自治体などの皆様が開示する環境情報を世界の持続可能な社会構築のために、

また、グリーン成長などにつなげていくために、いかに有用なものにしていくか、有効に

機能させていくためにいかなる施策が効率的かつ効果的か、ご示唆をいただければと存じ

ます。 

 本来、第１回でしっかりご説明させていただくべき事項でございましたが、以上が本検

討委員会の発足の背景でございます。環境情報に特化して、その開示のあり方や促進策を

ご検討いただく意義は非常に大きいものと考えております。少ない時間ではございます

が、有意義な検討委員会にしていただきたいと存じますので、ぜひ活発なご議論、ご指導

をお願いいたします。 

 また、最後になりますが、前回の検討委員会で案としてご提示させていただきました真

の環境経営の定義でございますが、普及促進のための将来を見据えたコンセプトとしてご
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提示いただきましたが、表現が一般的にわかりづらいものとなっておりましたので、本検

討委員会では議論しないことといたします。取り組む方々にわかりやすいコンセプトとな

るよう時間をかけて検討してまいりたいと考えており、本検討委員会では、その基礎とな

る持続可能な社会に向けた目指すべき環境経営の将来像をご議論いただければと存じま

す。よろしくお願いいたします。 

○上妻委員長 今のお話の内容に関しては、特段資料はないですね。 

○猿田課長補佐 はい。 

○上妻委員長 前回、環境省のほうから基本的なスタンスについてお話がありました。そ

れに関して委員の皆様からいろいろなご意見がありまして、その後、環境報告ワーキング

グループでこの問題についても検討いたしました。そのことについては後ほどお話ししま

すが、そういうような検討、それから、皆さんのご意見を踏まえて、今の環境省のスタン

スが新たにきちっとした形で出たわけでございます。しかし、口頭で聞くだけでは理解し

づらいところもありますので、できれば今の内容を要約していただいて、後日で結構です

ので、資料として配付して下さい。そうした資料をきちっと作っていただきますと、議論

を進める上で、我々はどこに立っているのかということがよくわかるようになりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 いずれにしましても、最終的に報告書をつくるときに基礎になる部分でございますの

で、どこが我々の進むべきところなのか、一体どこまで我々は考え方を共有したのかとい

うことを前提にしながら進めたいと思います。そういうスタンスで行いますので、何かも

し今のお話に関しておわかりにならないことがありましたら、後で適宜ご意見をちょうだ

いしたいと思います。 

 それでは、今のお話を前提にいたしまして先に進めさせていただきます。 

 まず、お手元の議事次第をごらんになって下さい。議題１の｢企業の環境経営について｣

から始めます。企業の環境情報開示のあり方はどうあるべきかを考える場合、一番大事な

ことは、その企業自体がどこに向かっているのかを評価できなければいけないわけですか

ら、その方向性が重要であることになります。それで、今、猿田補佐からお話がありまし

たような持続可能な社会の構築に向けて目指すべき環境経営の方向性といった考え方につ

いて、前回に引き続き、ご議論をいただきたいと思います。 

 それでは、最初に、皆さんに事前アンケートにお答えいただいておりますので、その回

答結果から将来の環境経営というものが一体どういうものになっているのかをご説明いた
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だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 事務局のほうからお願いいたします。 

○事務局 それでは、事務局のほうから、検討委員の皆さんに事前に、将来の環境経営に

ついてということで、さまざまなご意見をいただきましたことをもとに整理して、将来の

環境経営とはこういうものを目指しているのではないかということを、こちら、スライド

のほうに、外部環境の変化、内部環境の変化ということで、委員の皆様からいただきまし

たキーワードを並べさせていただいております。こちらのキーワードを使いながら、将来

の環境経営とはこういうことを目指しているのではないのかということを、事務局なりに

整理をさせていただきました。まだこなれていないところがありまして、委員の皆様から

いろいろとご意見をいただいて、整理をしていきたいと思いますので、まずはこちらのス

ライドにおけるキーワードを使って説明をさせていただきます。 

 まず、新興国の経済成長に伴う資源エネルギーの生産及び消費における使用量の増大、

これは資源の逼迫をもたらし、資源価格の高騰を招くとともに、気候変動、水、生物多様

性と環境にかかわる諸問題をより一層深刻化させるというご意見をいただいております。

これらの諸問題の解決は、世界的な政策課題で、その解決に当たっては個別の意見、個別

の環境負荷の事後的な対策ではなく、生産と消費の増大が環境負荷の増大を結びつかない

ような持続可能な社会の構築に向けて抜本的な政策がなされるというご意見をいただいて

おります。このため、社会全体の資源生産性を高め、持続可能な社会構築に向けての国際

的な枠組みの進展や、各地域、各国では、各種規制の導入、強化がなされ、それらの施策

のコンセプトの１つとして、市場メカニズムを活用した経済的な手法が考えられるとのご

意見をいただいております。社会全体が環境リスクをチャンスに変える施策やインフラの

整備が進み、消費者やマスコミの関心も高まり、持続可能な消費が普及することによっ

て、環境配慮製品、サービスの需要が拡大するというご意見をいただいております。 

 このような環境の変化は、技術やイノベーションの進展を促し、環境配慮製品、サービ

スの開発や普及をもたらすというご意見が将来の環境経営ということで、外部環境変化に

ついていただいたご意見を取りまとめた内容になります。 

 では、こういった外部環境変化を受けて、内部はどのように変化するのかということで

いただいたご意見が、次の下のところに書いてある内容です。 

 企業にとっては、環境取り組みが、単に事業活動から直接的に発生する環境負荷を低減

するためのリスクマネジメントにとどまらず、高品質な環境配慮製品、サービスを提供す
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ることで、ビジネスチャンスを獲得するということになり、事業活動と環境取り組みが戦

略的に一体化の傾向を強めるというご意見をいただいております。すなわち外部環境変化

に対応した経営戦略、このもとに重要な環境テーマに資源を配分し、持続可能な社会に必

要な環境配慮製品、サービスをタイムリーに提供することで、社会全体の環境負荷を下げ

るとともに、企業価値を向上させていくことができるのではないかという意見をいただい

ております。 

 その際重要になってくるのが資源生産性の向上であり、資源生産性の向上のためには、

生産と消費に伴う環境負荷をトータルでコスト効率的よく削減できるようにすることが不

可欠であるという意見をいただいておりまして、こちらのスライドにありますうに、サプ

ライチェーンでの管理、これが必要になってくるということが意見で出ております。これ

は一方でリスクの回避とビジネスチャンスの発展をもたらす、そんなご意見もあります。

これは環境取り組みに当たって、これらのことをするに当たって、トレードオフの回避も

また重要である。トレードオフが回避されないと、適切に資源生産性の向上や環境負荷の

低減ということが行われず、別の環境問題の発生原因になるというご意見もいただいてお

ります。このため、サプライチェーン全体を視野に入れたライフサイクル志向の環境取り

組みが必要であり、サプライチェーンのトレードオフを回避して、全体最適化を図るとい

うご意見をいただいています。 

 ということで、スライドにございますように、企業は以上のような視点を組み入れて、

トータルなマネジメントが求められるというご意見をいただいております。 

 環境変化に対応するために、増大するコスト負担をいかに経済的ベネフィットとのバラ

ンスをとりながら、持続可能な社会に適合し、自社の成長も実現することが必要であると

いうご意見をいただいております。そして、そのためには、こちらのスライドにあります

ように、持続可能な社会に適合する経営を実現するための組織関係の整備、人材の育成が

必要になってくるというご意見をいただいております。 

 最後に、こういった取り組みをするに当たって、各種ステークホルダーとのかかわりが

これまで以上に重要となり、政府との関係においては、成長戦略のもと、途上国への環境

技術やノウハウの移転、すぐれた環境配慮製品の販売とビジネスを通じた世界への貢献と

いう点で連携が重要であるという意見をいただいております。 

 以上のことから、将来の環境経営とは、単にみずから事業活動で出てきた直接的な環境

負荷の低減を行うのみではなく、事業活動を通じて持続可能な社会のニーズにマッチした
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環境配慮製品、サービスを提供することで、社会の環境負荷の低減に貢献し、みずからの

企業価値の向上、成長を実現するという持続可能な社会に適合した経営であるというふう

にまとめられるのではないかと思います。 

 以上がアンケートの結果をこちらのキーワードを使いまして、将来の環境経営像という

ことでまとめさせていただいた内容になります。 

○上妻委員長 ありがとうございました。 

 皆さんからいろいろなご意見をいただいているのですが、私が拝見する限り、ほとんど

皆さん同じようなことを考えていらっしゃって、それぞれのご意見を組み合わせていくと

大体一定のイメージになるように思います。先ほど猿田補佐からお話がありましたよう

に、我々の目指すべき環境経営の方向性というのが、環境と経済が両立する社会を実現す

る、そのために、日本の経験だとか、技術だといったもの、日本企業の培ってきたものを

利用して、それを持続可能な社会の構築のために役立てていくという考え方でございま

す。 

 よく環境情報開示が万能であるかのようなイメージを持たれることがあるのですが、情

報的手法というのは間接的で補足的な方法なので、それ自体が社会の変化を促すというよ

りは、むしろその情報が出てきている裏側にある、マネジメントそのものに重要性がある

のだろうと思います。そのマネジメントの方向性を一体どういうふうに考えるのかという

のがこのテーマでございます。皆さんからいただいたテーマを要約すると、今、事務局の

ほうから報告があったまとめのようになるわけですが、幾つかのキーワードがあります。

この点に関して皆さんからまだ補足すべき事項があればいただきたいと思います。また、

ご意見があれば、それもお願いします。 

○後藤委員 先ほどから環境と経済の両立という言葉が出ているのですが、いっとき、環

境省さんは、統合という言葉を使われたときもあるかと思うのですが、両立概念はまだ対

立概念なので、一体化とか、統合とか、そういう方向にしていただけないかというのが１

点です。 

 それから、サプライチェーンと私は書いたはずなのですが、バリューチェーンという考

え方を入れておかなければいけないので、サプライチェーンを含むバリューチェーンとい

うことで、もう少し広げていただきたいと思います。 

○上妻委員長 ここで言っているサプライチェーンは、後藤委員がおっしゃっているバリ

ューチェーンと全く同じ意味に使っています。サプライチェーンには、川上も川下も含む
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という考え方です。 

 それから、一体化ということに直していただきたいと思います。その点は皆さんも共通

の認識をもたれていると考えております。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

○國部委員 私も環境経営を長く研究してまいりまして、環境省の委員会も90年代から委

員で入っていまして。環境経営が重要だということは簡単に言えるのですが、実際にこの

委員会の目的のように、情報開示の質を高めて有効性を高めるためには、活動を絞らない

とだめだと思うのです。それから、もう１つは、これは環境省の国のプロジェクトなの

で、社会的スキームをどう考えて、そのスキームを具体的に一歩進めるのかどうなのかと

いうところに集約していくような形が多分最終的には求められると思いますので、全部は

なかなか難しい。環境の変化の中からピックアップして、どこに集中するのかというふう

に議論を進めていただければと思います。 

○上妻委員長 それは例えば気候変動とかそういう焦点の絞り方ですか。 

○國部委員 そうではなくて、環境と経営ですから、マネジメントの仕組みでいくのか、

情報開示の制度を、今は100％自主的ですけれども、一部違う方法にするのか、あるいは

環境評価というものをどこかの情報をもとにして評価をして、それをもとに財政融合する

のか、そういう行政的な施策のことです。特定の炭素とか資源循環はまた別の話で、スキ

ームの問題。社会的なスキーム、どこを考えればいいのかということもあわせて検討して

いただければと思います。 

○上妻委員長 環境経営の効率性を上げるために、情報的な手法をもう少し政策全体の中

に立体的に位置づけるということですね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○魚住委員 今の國部委員の意見に近いのですが、私も外部環境の変化の真ん中あたりの

規制の導入強化とか、経済的手法、市場メカニズムの活用、こういうのが実際、企業にと

っては非常に有効だと思います。極論すれば、市場メカニズムの導入がうまくいけば、企

業のほうは経済合理性だけで進んでいても、環境にいいという結果さえ生まれる。究極的

には私はそういうふうに思っています。だから、環境と経営というよりも、経営の経済合

理性の中に市場メカニズムをどこまで入れてしまうか、そっちのほうが非常に大きいと思

います。ただ、ここの委員会は情報開示のほうの委員会だから、余りそれを言うと変にな

るのですが、情報開示だけですべてやろうとするのは無理があるというふうに思います。 
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○西堤委員 事務局ですごくきれいにまとめていただいたので、何となくこのままだと本

当にうまくいくのではないかというようなことになっているかと思いますが、私はアンケ

ートではほとんど悲観的なことを書いていまして、特に外部環境の変化ということでは、

新興国の成長はあるのですが、一部ではないかと思います。特に生物多様性のＣＯＰ10な

んかの議論でも、貧困の格差是正といいますか、貧困問題、これをどうするかというのが

一番の問題でして、そういうところは環境との関係があると思いますが、先ほど猿田課長

補佐がおっしゃったように、どうやってそういうところに貢献していくか、あるいはそう

いった国がうまく成長と環境を両立させていけるようにサポートできるか、そういうよう

な観点が特に重要ではないかと思いまして、今後10年もかなり厳しいのではないか。先ほ

ど経済的手法が有効だとおっしゃいましたけれども、その背景にある金融とかが、これか

らお話があるかと思いますが、金融体制ということにもかなり最近懸念が出てきているよ

うに思います。また、そういうのは後でお聞かせいただきたいと思います。非常に心配を

しております。 

○佐藤委員 環境情報開示というのは、自主的なという意味で、企業が企業のためにやる

という側面が割合に強いのです。しかしやはり環境省としては、国民の知る権利というも

のにどういうふうに貢献するかということで、その読み手を金融関係者に偏ることなく、

国民の知る権利に貢献するという報告のあり方を視点に入れていただきたいと思います。 

○冨田委員 西堤委員のコメントとも似ているのかもしれないのですが、ご説明があった

ように、日本はある意味で公害問題に始まって、環境対策が進んでいたという事実もあり

ますし、報告書に関して言えば、環境省さんのガイドラインがかなりあると思いますが、

環境報告書大国と言ってもいいぐらい、発行部数も含めて出てきている。そういう事実関

係はあると思いますが、結果的に見ると、本当の意味で環境負荷が削減できたのか。例え

ば民生部門はまだまだＣＯ２排出がふえているしというのがありますし、海外に対しても

っと影響力を行使するという意味では、本当に影響し切れているのかという観点があると

思います。ですから、ある意味で、単に今までのやり方をやっていたのでは、本当の意味

で目指しているところは必ずしも実現できないのではないかと思います。そういう観点

で、もう１度改めてこの情報開示―情報開示だけがすべてだと、決して解決できるとは

思いませんが、全体、どういうふうに考えて、この情報開示を位置づけていくのかという

視点に立たないと、単にまた同じようなことの繰り返しで、一生懸命やって、報告書はた

くさん出たけれども、結局何もなりませんでしたという結果はぜひとも避けるような方向
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でまとめられたらいいのではないかと思います。 

○上妻委員長 例えば具体的にどれか１個例を挙げると何かありませんでしょうか。そう

いう施策の１つとして。要するに情報開示だけに頼らずに、もう少し情報開示をすること

で有効性が高まるような方向に行かなければいけないというご指摘だと思いますが、企業

の方のご意見ですので、もし実践とかも含めて、もう少しこういうことをしたほうが企業

としてはやりやすくなるということがあるとすれば、それをお願いしたいのです。 

○冨田委員 まず、金融との関係みたいなのはこれから多分出るのだと思いますが、それ

はあえて環境が大切だからとか、そういった理由に基づいては多分投資はされないと思う

のです。本当の意味でこれが大事なのだと思えば投資もされるし、逆にそれは企業は反応

するわけです。そういうあるべき論だけで語っては絶対にうまくいかないと思います。で

すから、あるとすると、先ほど出てきた規制的な手法もあると思いますが、やはり企業側

にとっては、何らかのよりインセンティブが働くというところを強めていくような施策が

とれないと、本当の意味で企業としてやる気が出てこないかと思います。 

○上妻委員長 環境情報開示の枠組みづくりという我々の検討会の中で、多分その政策だ

けでは有効でないというご指摘を國部委員、冨田委員にいただいていると思います。それ

は本当のことだと思います。一体どこまでそこに踏み込めるのかというのがまだ不明なと

ころもあると思いますが、重要な視点ですので、ぜひ記録に残して、最終的な報告書の中

に入れていただきたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。もしないようであれば、時間の関係もございますので、先に

進ませていただきたいと思います。 

 次に、金融機関の環境取り組みについて、今回、３人の委員の方にお話をしていただく

ことになっておりますので、各企業の金融機関としてのお立場から、環境に関連した金融

の取り組みについて簡単にご紹介をいただきたいと思います。 

 質問に関しましては、３名の方が全部報告が終わりましてからまとめて行いたいと思い

ます。 

 まず、日本政策投資銀行の竹ケ原委員からお願いいたします。 

○竹ケ原委員 政投銀の竹ケ原でございます。 

 金融機関の環境経営を考えますと、環境負荷自体は大きくないです。紙ごみ電気になっ

てしまいます。したがって、自分たちのＥＭＳがどうかというよりは、金融機関の役割と

いうのは、本来の仕事である資金仲介機能、ここでどういう役割を果たせるかということ
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になると思います。そうなりますと、舞台は、まさに先ほど来お話が出ていますが、金融

マーケット、ここをどうしていくかという話になります。 

 金融市場というのは非常に効率的な存在であります。投融資の対象となり得るべきもの

は何か、あるいはどこに裁定取引の機会が転がっているか、世界じゅうの投資家というの

はそういう目で物を見ています。つまり、実際にプロジェクトなり企業なりが本来持って

いる価値を算定する、それでマーケットについている価格との差を見ていく。安ければ売

るし、高ければ買う、これに尽きるわけですね。 

 問題は、その価値の算定です。その事業なり企業なりが持っている価値の算定に、つま

り、将来のキャッシュフローを現在に割り戻してくる計算の中に、環境に配慮した、ある

いはＥＳＧに配慮した経営という要素が入っているかどうかなのです。つまり、今回は情

報を開示する側を議論する会議ですが、金融の話は、受け手の問題であって、企業が積極

的に開示している情報を金融市場がちゃんとのみ込めて消化できているのかという話点が

論点になってくると思います。 

 具体的に言えば、直接金融であれば、環境に配慮した企業活動をやっていれば、株価が

上昇し、企業価値を増加させることができるのか、間接金融の世界では、環境に配慮した

企業経営というのは融資条件に反映されるのか、すなわちデフォルト率が低いので金利が

下がるのか、保険に関して言えば、環境に配慮した経営をやっている会社の保険料率はよ

り安全であるから下がるのか、こういう機能を金融市場が提供できるかどうか、これが情

報開示に対して金融が与えることが出来る最大のインセンティブだと思います。 

 私は図中で真ん中に当たる融資の部分を担当しております。スクリーニングとモニタリ

ングをかけて、きちんと環境に配慮していれば、相応の経済的なインセンティブが生まれ

るような仕組みを市場の中に自律的にビルトインできるかどうかという話です。このため

にはマーケットには情報が入っているのですが、消化し切れていないという面もあります

から、そこを何とかしなければいけない。多分金融機関ができるとしたら、そこを咀嚼し

て、マーケットにどんどん伝えていく役割だと思うのです。 

 我々は2003年、ＵＮＥＰ-ＦＩの東京ラウンドテーブルを共催催しまして、そこで出た

東京原則を踏まえて、2004年から環境格付という融資を開始しました。具体的には通常の

融資の審査と並んで、環境スクリーニングをかけて、企業の環境経営をある程度見える化

して、これを融資条件に反映していく。この背後にあるのは一つの仮説です。環境に配慮

した経営をしている企業のデフォルト率は低いだろうという前提のもとで、環境格付の点
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数が高ければ、若干ですけれども、金利を低く出していくという仕組みです。 

 銀行が入るメリットはモニタリングです。実際に融資をした後、その情報をコベナンツ

で、言葉は悪いですが、縛って、維持されていることを保証してもらうということです。

評価対象項目は多岐にわたります。「環境格付」という言葉を使っていますが、実際には

経営全般の中にガバナンス、従業員、ＥＳＧ的な観点も入っています。事業の進め方とパ

フォーマンスは環境データに限定していますので、環境格付という言葉を使っています。 

 観察したいのは、リスク管理がしっかりできていて、将来のキャッシュフローの毀損リ

スクが低いのか、制約要因である環境というものをビジネスにつなげて成長していく力が

あるのかどうか、です。こういう評価軸で企業を見させていただいている。結果をみる

と、いろいろ特徴は出てきており、それなりの情報はとれていると思っています。 

 今、こういった顔ぶれにご利用いただいて、モニタリングを前提に、このロゴマークを

マーケットに出しています。このマークがマーケットに出ている限り、我々が環境経営が

維持されていることを保証していることになるわけです。その会社は後発事象により前提

が覆ったりしていませんよというメッセージを金融機関が出すことで、マーケットに対し

て、こういった企業が環境に配慮した経営をしていますよというフラグを立てるという役

割です。 

 実績は最近非常に伸びています。ただ、それを言いたいのではなくて、いろいろな銀行

がこういう手法に着目して、間接金融の世界で何とか企業の環境経営を見ようとしてくれ

ている点に注目して頂きたいと思います。こうしたお金の流れは少しずつ間接金融の世界

ではできつつあるのかなという実感を持っています。 

 さらに、情報開示の度合いがより低い中堅、中小の目線には、やはり地域金融機関に登

場してもらわなければなりませんので、そこをお手伝いして、いろいろな仕組みをつくっ

ているというのが今の私たちの取り組みなのです。こういう仕事をしていて、どういう点

が問題になるか。これは情報の受け手として、出し手とぜひディスカッションさせていた

だきたいテーマなのですが、悩ましい点は多々あります。企業規模による差、これはどう

しようもないところがありますが、当然ここにいらっしゃるような企業の精緻極まりない

再現性のある環境開示に比べれば、中堅以下の部分というのは情報の開示も質が非常に低

いです。この部分をどうしていくのか。あとやっぱりバウンダリーの問題が非常に悩まし

いです。最近、ホールディングスもふえていますから、そういった企業をどう評価してい

ったらいいのか。国内外違いますし、サプライチェーン、どこまでさかのぼるかですね。
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今までは国内マーケットだけ見ていれば非常に健全な企業が、サプライチェーンをずっと

さかのぼっていって、実際、ＢＥＳのフットプリントが大きい会社があると思います。そ

うすると、人権だったり、まさにコンフリクトミネラルズの話だったり、そういった話と

ぶつかってきますと、途端に見え方が変わったりします。ただ、これは一体どこまで見た

らいいのか、ここはガイドラインが欲しいところです。 

 パフォーマンスも同様です。例えば総量でＣＯ２が減った、あるいは資源生産性が上が

った、いろいろありますけれども、他に景気が悪くなって、成り行きで落ちているのか、

企業の努力、ＥＭＳで落ちているのか、この辺の峻別はなかなか難しいです。また、適切

な原単位をどうとるかというのも実は企業によってばらばらであって、この辺をどう設定

するかというのもできれば標準化ないし統一化が欲しいなというのが、使わせていただく

側の立場としてあります。 

 また、第１回目でも議論が出ていました。環境なのか、ＥＳＧなのかも問題ですね。Ｉ

Ｓ０26000の時代に入っています。そうなると、実際、どこまで環境に特化した評価をす

べきなのかというのも我々に突きつけられた課題だと思っております。 

 駆け足で恐縮ですけれども、私からの説明は以上です。 

○上妻委員長 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、三菱ＵＦＪ信託銀行の加藤委員からご報告をお願いいたしま

す。 

○加藤委員 私どもは信託銀行でございますので、普通の銀行業務に加えて信託業務を行

っております。本日は信託業務の中で行っております年金資金の運用を行う運用機関とし

ての事例という視点からお話を申し上げたいと思っております。 

 申し上げたいポイントとしましては、環境も含めたＥＳＧを考慮する運用である責任投

資は、特別なものではないと考えているという点でございます。 

 私どもは、ＥＳＧを考慮する責任投資（ＳＲＩ）を積極的に推進してまいりたいと考え

ておりますが、その背景には、信託銀行としての本業を通じたＣＳＲに積極的に取り組み

たいという考えがあります。信託銀行、すなわち年金資金を運用する運用機関としては、

本業を通じたＣＳＲの重要な大きな柱の１つとして、2006年以降、責任投資に積極的に取

り組んまいりました。取り組みの推進にあたり、まず行いましたことは、責任投資と受託

者責任の問題です。結論といたしましては、責任投資も他の運用と経済的に伍していけれ

ば、受託者責任上問題ないという結論に至りまして、その後、弊社では、国連の責任投資
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原則に署名、年金基金様向けのＳＲＩファンドを設定し、昨年10月には、日本の運用機関

としては初めてとなりますＥＳＧ専門の調査グループを設立いたしました。弊社では、個

人向けのＳＲＩも取り扱っておりますが、本日は年金基金様向けのＳＲＩへの取り組みに

目を向けさせていただきたいと思っております。 

 責任投資が、なぜ特別ではないと考えているかと申しますと、その理由は株式投資イコ

ール企業全体の活動をどう評価していくかということだからです。すなわち、投資家はＣ

ＳＲだけを見て投資する企業を決めるものではなく、企業活動の全体を評価して投資する

企業を決めています。また、企業の限られた経営資源は、経営者の判断で設備投資や研究

開発費、ＣＳＲなどに振り向けられ、ＣＳＲも何らかの理由があってはじめて配分される

と考えますと、ＣＳＲも経営資源の配分先の１つであって、何ら特別なことではないと考

えるものでございます。 

 そして、こちらのスライドでは、従来からの伝統的な株の運用と、ＣＳＲ活動の評価も

含む責任投資を比較しておりますけれども、投資のプロセス、意思決定の流れは基本的に

双方とも同じであると思います。違いはというと、従来からの運用のほうが、決算のデー

タなど、数字で定量的に確認できる情報が多いという点ですが、ポイントとして考えてお

りますことは、従来からの運用でも重要と思う定性的な情報、例えば経営者の質や経営方

針といった情報は、既に考慮して運用しているということです。一般的には、ＣＳＲ活動

の評価を含む責任投資は、定量的な情報が少なく、定性的な情報ばかりで投資判断が難し

いという考え方もございます。確かにそうかもしれませんが、重要な定性的な情報であれ

ば、従来からの運用でも考慮しているということを考えますと、やはりＣＳＲは特別なも

のではなく、重要なものは定性的な情報でも運用の中で考慮していくべきであろうという

ように考えている次第です。 

 そして、こういったＥＳＧの情報を運用で考慮する効果としましては、業績予想の蓋然

性の向上に繋がる可能性を考えております。今、証券会社のアナリストが企業の業績予想

をしている期間を見てみますと、１年から２年先はかなりの企業数の業績が予想されてお

ります。ただし、それより長くなりますと、企業数は減少しております。一方で、ＥＳＧ

の効果が企業業績に出てくる期間を考えてみますと、その効果は中長期的に出てくるもの

が多いと思われます。つきましては、ＥＳＧの取り組みを企業業績への影響という視点か

ら評価していくことで、証券会社のアナリストの方々がやっておられる、比較的に業績予

想する企業数の少ない期間の評価を補い、業績予想の中長期的な蓋然性が高まる可能性が
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出てくる考えている次第です。 

 そして、今、日本で開示されております環境関連の情報をとりまとめたものがこちらの

スライドでございますけれども、これまでの取り組みや足元の体制、実績など、過去のデ

ータは、公開情報として比較的とりやすいと認識してございます。一方で、今後どのよう

に取り組み、考えていくのか、その方針や今後の投資額といった将来に結びつく考え方や

計画といった情報はあまり公開されていないように見受けられます。運用機関としては、

今だけを評価するのではなくて、今ももちろんでございますが、将来の企業業績、企業価

値がどうなるかということを予想いたします。ついては、これまでの取り組みに加え、企

業が将来どう考えているのか、その方針や計画をより多く知りたいと考えております。そ

して、将来と現在、過去の実績を総合的に見て、企業評価をしていくということになりま

す。一般的な事業計画でも、例えばＰＤＣＡという考え方があると思いますが、ＥＳＧを

考慮する責任投資においても、企業を評価する際には、一般的な事業計画と同様、ＰＤＣ

Ａと同じ視点で評価してもいいのではないかと考えております。環境への取り組みについ

ても、今申し上げた視点から、同じように考えてよろしいのではないかと考えている次第

です。 

 最後に、ご参考までですが、投資家はどのようなＥＳＧ情報を知りたいか、海外の年金

基金などと議論した際に、聞こえてきた質問事例をご紹介申し上げます。具体的には、投

資家としては、企業のＥＳＧを取り巻く外部環境の現状はどうか、企業にとってのＥＳＧ

要因のリスクとチャンスは何か、ということを知りたいということでございましたが、こ

れらの質問からＥＳＧという単語をとっていただきますと、従来からの普通のアナリスト

が企業にお伺いしている質問と同じような内容となります。申し上げたい点は、投資家

は、ＥＳＧを特別視することなく、今までの考え方の中でＥＳＧを新たな追加情報の１つ

として位置づけ、評価しようとしていることを申し上げたいと思います。 

 以上でございます。ご静聴ありがとうございました。 

○上妻委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、大和証券投資信託委託の菊池委員からご報告をお願いします。 

○菊池委員 大和証券グループの運用会社であります大和証券投資信託委託でファンド・

マネージャーの仕事を現在やっております。アナリストとファンド・マネージャーを足し

ますと、合計で20年以上運用現場の仕事を続けております。先ほどの加藤委員のお話と少

し重なるところになりますが、現在私はＳＲＩファンドのファンド・マネージャーなので
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すが、そのそれ以前はグロースファンド、つまり成長株に投資するというファンドのファ

ンド・マネージャーをずっと担当しておりました。そのときと今現在私が与えられている

ＳＲＩは、加藤委員のお話の中で特別ではないというお話がありましたけれども、共通し

ているところが非常に多いのではないかと感じております。つまり、一言で言いますと、

非財務のところ、業績という形で財務の数値として表に出てくる背景について企業をどう

いう風に評価するのか、何を評価するのか、どういう格好で評価しているのかというよう

なことが私ども運用現場にいる者にとっては共通している課題ではないかとではないかと

感じておりまして、そのあたりを限られた時間ですが、ご紹介させていただければと思い

ます。 

 このスライドは、私が所属しております大和証券グループの取り組みで、環境にかかわ

るようなビジネスもいろいろありますというご紹介なので、後ほどごらんいただければと

思います。 

 私が今実際担当しております投資信託という枠の中で、ＳＲＩの状況がどういうふうに

なっているかということだけ確認させていただきたいと思います。ＳＲＩファンドという

のは、グローバルと日本では若干状況が違っておりまして、日本ではまさにこの委員会が

そうでありますが、ＳＲＩファンドにおいて環境が非常に大きなポジションを占めてきた

という状況が見てとれるかと思います。 

 ＳＲＩファンドは、日本では99年に始まりましたけれども、最初はエコファンドという

格好で、環境への取り組み全体を評価するというファンドが主流でありました。2003年ぐ

らいにＣＳＲブームがおこり、ＣＳＲ全体というような評価軸に若干変わってきまして、

この数年間はまた環境へ戻ってまいりました。ただし、10年前のエコファンドとは違っ

て、どちらかというと、環境のオポチュニティー、環境のビジネスをもっと評価してやり

ましょうというものです。これは人によってはＳＲＩなのか、単なる環境テーマファンド

なのかという分類が難しいという意見はあるわけですが、こういった特徴があろうかと思

います。繰り返しになりますが、環境というキーワードが日本の投資信託の中では過去10

年間、非常に存在感があったというふうに言えるのではないかと思います。 

 次のスライドで、投資戦略を６つにまとめましたけれども、詳しい話をしている時間は

ありませんので、５番あたりを見ていただければと思いますが、日本におけるＳＲＩファ

ンドでは、テーマ投資がかなり多くなってまいりました。最近はかたまった日本語がない

ので、こういう表現でいいのか迷っておりますが、６番に挙げておりますマルチテーマ運
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用、つまりポジティブスクリーニングという取り組み全体がすぐれているかどうかという

ようなスクリーニングをかけると同時に、テーマ性を加味してやろう、こういった投資が

徐々に増え始めているといった状況がございます。 

 これまでが前置きといたしまして、これから先、きょうの問題をあと３分ほどでお話し

したいと思いますが、環境に関する情報の活用としてどういう風にやっているか。世間一

般で言っているのと多分順序を逆にして私はあえて書きました。基本的には企業の持続可

能性を検証というのがまず最初に出てくる回答かと思いますが、環境経営の特徴を考える

と、四角の中に書いてありますが、企業の中で購買部門から下の管理部門までいろいろな

ところを一貫して取り組まなければまなければいけないということに着目したいと考えて

います。環境経営が上手くできているか否かを、企業全体の評価をする代理変数として考

えることもできるのではないだろうか、こういうような視点を社内でも、あるいは企業側

とも議論をさせていただいているところです。また、環境情報開示については、次にご説

明します大きな3つの視点があると投資家として非常に企業の評価がやりやすい、わかり

やすいと思っております。 

 １つ目が、経営そのものに関する情報、すなわち環境の取り組みの方針とか、長期のあ

るべき姿みたいなものです。これは、最近出してくださる会社さんも増えてきているよう

に思います。そして２番目は、その進捗を確認する情報、もちろん定量もありますし、社

員の教育などの内部的な定性の情報も入ってくるかと思います。そして最後には、先ほど

テーマといったようなこともちょっと絡みますが、オポチュニティーとリスクに関する情

報というのが非常に有用かというふうに考えております。 

 議論が細かくなるのでお手元の資料にはつけなかったのですが、情報開示に関してＫＰ

Ｉという議論がなされるわけですけれども、こちらのスライドに挙げましたのは、ヨーロ

ッパの証券アナリスト協会などが中心となり業種別に30、40のＫＰＩというものを整理し

たものです。このレポートは昨年の後半に出ておりまして、日本ではこういった議論が、

個社ベースではいろいろやっているところですが、まだなかなか進んでいないというとこ

ろもあって、この辺が私ども、運用サイドとしても課題かなということは考えておりま

す。 

 ＫＰＩということに絡んで、今できることは何だろうかということで、有価証券報告書

とか、短信等々のリスク情報というのがありますが、そういったところにもう少し具体的

な情報開示をいただくと、投資家と情報開示側のコミュニケーションというか、ダイアロ
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グが具体的に進んでいくのではないかという話をこのスライドに出しております。 

 最後に、これは竹ケ原さんの話なんかとも少し重なる話でありますが、ＣＯ２をもとに

非財務情報、定量化への期待と不安という話を最後に申し上げたいと思います。 

 ＣＯ２を例に挙げると、これがもしもう少し統一されて、制度開示までいかなくても、

ある程度横並びのデータがとれるようになると、私たちとしてもいろいろな比較可能性が

出てくる。そして、新たな投資指標が誕生するということも可能性としては出てくる。こ

れもお手元の資料につけておりませんが、ボストンコンサルティングなどがＲＯＣという

ような資料を出してきておりまして、環境効率という分析ツールがもしかしたら我々にも

使えるようになるかもしれないという期待が出てきているわけであります。 

 しかしながら、一方では、現在のところ、統一性には問題がある。本当に比較可能性が

担保されているのかといったようなことも含め、私たちはいろいろな検証を考えていると

ころであります。まとめますと、環境情報を使うことによって、企業価値の評価に本当に

つなげられるのかというのをいろいろ自問自答、あるいは企業の方々と話をしながら、今

現在日々の業務を取り組んでいるというような状況です。 

○上妻委員長 どうもありがとうございます。 

 金融機関の方々がどういうふうな環境マネジメント像を考えていらっしゃるかというこ

とが、今回のご説明の中にいろいろ出てきていると思うのですが、我々は持続可能な社会

に向けて貢献しようとする企業が適切に評価される情報的手法はいうものなのかを考える

ためにこの検討委員会を開いているわけです。しかし、そのときに重要な牽引力となるの

が金融だと思っています。通常、企業を評価するときは消費行動や金融行動が重要になっ

てくるわけですが、今のご報告をうかがっていると、企業の環境経営に経済的合理性を見

出せる場合と見出せない場合、その両方に金融機関がどのように対応しているがよくわか

ったように思います。 

 いずれにしましても、我々はまだ持続可能な社会への移行途上におりまして、企業が環

境に配慮したマネジメントを行っていても、それが経済合理性のない場合もあり、また逆

に経済合理性が出てきている状況もありまして、その両方をどうやって適切に評価するの

かということは非常に難しい時期なのかと思っております。 

 いずれにしましても、今の３委員の方のご説明に関しましてご質問をいただきたいと思

うのですが、企業の情報開示一般に関しましては次の議題として取り上げたいと思います

ので、金融機関の環境経営に関してのご質問いただきたいと思います。 
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○國部委員 どなたの委員でも構わないのですが、非常に詳細な現場の話をいただきまし

て、ありがとうございました。私もＳＲＩについては、海外も含めてかなりたくさん調査

してきたんですけれども、定量的な評価のところを最後の大和投資信託の菊池さんがおっ

しゃったんですが、実際にＣＯ２が比較可能になったときに、それ以外の財務的な情報が

あるにもかかわらず、それを定量的に入れることが本当にできるのか。現在のところの環

境のスクリーンは、基本的には定性的な情報で入れる入れないのレベルの判断だと思うの

ですが、定量的になったら比較可能だけれども、本当にそれが投資判断で意思決定できる

のかというところはやや疑問が私は疑問があるのですが、いかがですか。 

○菊池委員 ＣＯ２だけで投資判断をするかどうかというのはもちろんノーなのですが、

先ほども最後にＲＯＡ、ＲＯＣ、ＲＯＥと３つ手法を出しましたけれども、ああいうよう

な格好で収益性、ＲＯＥというのは一種の成長性指標ですから、後ＣＯ２を使って効率性

指標ができれば、有用評価手段となるのではと思います。企業をみる際に、丸でも四角で

も何でもいいですが、それをいろいろな角度から、光を当ててやらなければいけないとい

うふうに思っていまして、その中で環境というのは現在先生がおっしゃったとおり、定性

的な情報が中心ですから、その光がどうも弱い、点線の光しか当てることができない。そ

れをもう少しきっちりとした光を当てることができるのではないかというふうに思ってい

ます。ですので、繰り返しになりますが、環境情報だけで、あとは業績を無視するかとい

うと、当然そういうことは投資家としてとりませんが、有用な追加情報を我々が手にする

ことができるのではないかというふうに考えています。 

○魚住委員 ３委員の方のお話、よく理解できた部分と、基本的に理解できない、わから

ない部分が、ＳＲＩファンド、金融でもあります。企業のほうに直接投資、融資して支援

するというのはよくわかるのですが、市場から買ってきてファンドにすると、このときど

れだけいい企業に応援になっているのか、買ったときは株価は上がると思うのですけれど

も、その後、保有し続けていても上がるも下がるも関係のない話だと思います。教えてい

ただきたいのは、ＳＲＩファンドの意義というのがもう１つ私は理解できないので、そこ

を教えていただけたらと。 

○上妻委員長 それでは、３委員の方々からそれぞれお答えいただけますでしょうか。 

○竹ケ原委員 金融は大きく２種類ございまして、我々、銀行のようなものが間に入る間

接金融と、実際に個人投資家、資金を余らせている家計が直接企業の株を買ったり、債券

を買ったりする直接金融の世界。ＳＲＩファンドというのは、恐らくそこの直接金融のパ
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スの１つとして存在するのだと思います。ですから、情報の非対称性が大きくて、個人投

資家になりますと、どこの会社が本当の意味で、環境にいい悪いという言い方が適切かど

うかわかりませんけれども、より安全な投資先なのかというのがあると思います。環境に

配慮した経営をしていると何がいいかというと、将来の恐らくキャッシュフローの毀損リ

スクが低いんだと思うのです。というのは、高度な廃棄物管理をやっている会社と、不法

投棄されないぎりぎりの産廃業者への委託で済ませている会社、これは多分見かけの収益

は後者のほうがよくて、前者のほうが低いのですけれども、恐らく先々、とんでもない不

法投棄に巻き込まれて、企業がばたっといってしまうかもしれない。そういうリスクは圧

倒的に前者のほうが低いはずなのですね。ただ、そういう情報を個人投資家がアンテナを

張りめぐらせてわかるかといったら、多分それはわかりませんので、しっかりしたアナリ

ストがついて、ファンド・マネージャーが組成したファンドで、ここに入っている会社で

あればそこは大丈夫なんですよというメッセージがマーケットに伝わる。そうすると、個

人投資家はそこを選んで投資をすることで、結果的にお金の流れがそうでない会社からそ

うである会社にシフトしてくる。結果、そこのファンドに常時選び続けられる会社という

のは、結局のところ、個人投資家の資金が集まりますから、株価も安定してメリットがあ

る。すごく遠回し遠回しの間接の言い回しになりますけれども、恐らくそういうことでは

ないかなと思っております。ただ、私は当事者ではないので。 

○加藤委員 今のお話は、運用機関が、投資する企業を決めるときに、ＥＳＧのテーマを

考慮する効果や影響についてかと存じますが、株式への投資は、直接的な影響はない面が

あります。ただし、ＳＲＩのようなコンセプトを持ったファンドがふえていきますと、株

式市場を通じて、企業の経営者に対して、ＥＳＧへの取り組みの重要性を伝えるメッセー

ジになると思われます。間接的なお話だというご指摘に対しては、まさに同感でございま

す。一点、補足申し上げますと、企業を選んで投資した後、投資家は株主になります。日

本で一般的な株主行動は、議決権行使になりますが、議決権行使などを通じて、ＥＳＧを

考慮していくというやり方もございます。株主は基本的に保有している限り株主として続

きますので、メッセージの発信の仕方のやり方の１つと考えております。 

○菊池委員 実際にそのファンドを担当している人間として追加的に申し上げるのは、株

価がどういうふうに反応するか、動くかという議論はともかくといたしまして、ポートフ

ォリオの内容、あるいは個別企業の取り組み等々というのは、ＳＲＩファンドの場合、ほ

かのファンド以上に恐らく投資家の方々に情報発信をしているという傾向にあろうかと思
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います。私もホームページ上でコラムを書いて、企業の取り組みを紹介したりとか、マン

スリーやウイークリー・リポートという格好で企業のＣＳＲ活動の紹介をしたりなどとい

うようなことを積極的にやっております。これは私だけではなくて、他社さんも同じよう

なことをやっておられて、企業にとって、そういった点でも、自社ではないところから情

報発信があるというようなメリットといいますか、効果というのも実はあるのではないか

ということを追加で申し上げたいと思います。 

○魚住委員 ありがとうございました。間接の間接というようなものもあるかなと。た

だ、ＳＲＩファンドのほうは、例えば分析して、ＥＳＧがすばらしい、環境もいいという

ふうにだれが見てもすばらしいというような状態であっても、株価がすごく高いというと

きは買われませんよね。だから、そこの部分が私はＥＳＧ、そっちのいいところを応援し

ているのではなくて、自分のところの利益も考えてやっている。こういう企業はよくやっ

ていますよというのをアピールするのはいいんですけれども、それは銘柄に組み込んだと

ころをしていたら、自分のところのファンドを上げることにもつながるわけだし、これは

すばらしい企業だけど、今高過ぎるからファンドには入れない。だけど、こういう企業が

いいのですというようなアピールをされたら、本当のＥＳＧ評価だと思うのですが。個人

的意見です。 

○後藤委員 私は実は社会的責任投資フォーラムというものの会長をやっておりますの

で、一言だけ応援演説をしておきますと、欧州各国では、企業のＣＳＲを進めるために、

結構ＳＲＩを活用しているということがあるのです。一番初めにやったのはたしかイギリ

スだと思いますが、私的年金基金で、ファンド・マネージャーに投資先のＣＳＲをどう考

えるか、説明責任を課した。そうしたら、５年ぐらいで年金基金の９０数％がＳＲＩに変

わったのですが、当然そうすると企業側は、投資をしてもらうためには、ＣＳＲ情報を開

示しないと、投資してもらえないということになりますから、そういう意味では、企業の

ＣＳＲを進めるという効果に使っていることもあるわけで、数字は正しいかどうかは全然

わかりませんけれども、欧州は全運用資金の１割ぐらいがそちらに行っているというよう

なことを欧州のＳＩＦの方々は言っております。数字的には本当にそんなにあるのかなと

思いますけれども、そういう効果もあるのではないかと思います。 

○加藤委員 先ほどの魚住委員のご指摘に対しまして補足申し上げます。ＳＲＩファンド

は、それぞれのファンドによりまして、コンセプトが異なり、目標とする投資期間などが

異なるものがございます。投資期間が短めなものもあれば、本当に長いものもあります。
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更に、実際に企業を選ぶときに、どういう選び方をしているか、その選び方の違いもござ

います。割安株に投資するものもあれば、業績の成長性を重視して投資する企業を選ぶも

のもありまして、さまざまなＳＲＩファンドがある中、一概には、先ほどのご指摘のよう

には言いきれない面があるのではないかと考えておる次第です。 

○菊池委員 一言だけ補足をさせていただきたいと思います。環境経営というところで、

環境と経済の両立であろうか、統合であろうかという話がありましたけれども、まさに投

資でも同じでありまして、ＥＳＧの取り組みがすぐれているからといって、業績が上がっ

ていない企業が果たして投資対象になるかというと、やはり両方私どもとしては見たいわ

けでありす。そういった観点からすると、業績が過度に織り込まれてしまった、あるいは

業績の成長なり、価値という点でどうなのかという企業は、ＥＳＧの取り組みがいかに先

進的であっても、若干評価を下げざるを得ないというところがあります。 

○上妻委員長 この話題は個人的に非常に興味があるのですが、時間の関係もありますの

で、発言順をお待ちの冨田委員と西堤委員のお話を伺って、終わりにさせていただきたい

と思います。 

○冨田委員 皆さん、大体ＥＳＧとか、経営全般的な話で位置づけという話で、非常に納

得感があったお話を聞かせていただけたのですが、私の質問は、昨年、メキシコ湾で大規

模な石油流出事故があって、ある意味で企業が引き起こした環境問題の最大規模のもので

はないかと思うのです。当然金融という観点からものすごいインパクトがあった事象だと

思います。あれは私の個人的な見解からすると、環境マネジメントというよりは、ガバナ

ンスの問題であったり、聞くところによると、安全のプロシージャーがあったにもかかわ

らず、守られていなかった、どちらかというと、コンプライアンスの問題であったり、Ｂ

ＣＰとか、リスクマネジメント、クライシスマネジメント、そういった観点の問題ではな

いかと認識しているのですが、そういった観点を評価して、あれが事前に本当に評価でき

たかどうかというのはさておき、そういうことを評価すると考えたときに、環境情報開示

ということだけで本当に評価し得たのかというと、かなり疑問ではないかと私は思います

ので、前回も申し上げたのですが、環境問題だからと、環境情報開示だけをしていれば物

事がわかるというのは、ちょっとおかしいかなと思っているのですが、もしその辺で見解

がありましたらお聞かせ願えればと思います。 

○竹ケ原委員 全く同感です。例えばコンプライアンスを見るときも、環境法令だけ見た

ら非常に身ぎれいだと。ところが、独禁法違反を繰り返しているような会社があったりす
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ると、果たしてこういう企業を是と見るか非と見るかというのは、実は我々の中でもすご

く迷いがあります。なので、余り１つの側面だけで見てしまいますと、実態、その企業が

本当に安定的なのかどうかという非財務情報の補強にもならないようなことがあります。

そこをどうバランスをとるかというのは、ここの場で議論されるのでしょうけれども、私

も今のご指摘に全く同感でございます。 

○西堤委員 菊池委員のグラフがあったのですが、ＣＳＲとか、どっちかというと、リス

ク対応のときは余り伸びていなかったのだけれども、エコビジネスのオポチュニティーで

やると、かなり伸びて、リーマンショックの後で一時下がっていますけれども、またその

後回復してきているというので、やはり日本としては、オポチュニティーというのを強調

すべきではないかと思うのです。それに対しては、これからＦＴＳＥさんのお話があるか

と思いますが、日本の金融機関に、自分たちがリーダーシップを持って、こういうことを

やっていきたいと、欧州からの受け身で、それにどう対応するかというのではなくて、そ

ういったことをお願いしたいのが１点。 

 やっぱりリーマンショック以降、日本の企業は相対的に株価も下がっていますし、財務

的にかなり傷ついた状況が続いていると思います。そういう意味では、環境ということで

は、間接金融もあるのですが、直接金融といいますか、昔の高度成長期のように、今はち

ょっとどうかなと思うけれども、これから伸びるのではないかという企業をどんどん伸ば

していくというような日本の金融のあり方をもう１度見直していただくのも必要かなと考

えております。 

○上妻委員長 ありがとうございます。議論は尽きないところでございますが、次の議題

に移りたいと思います。 

 続きまして、議題２でございますが、環境経営を適切に評価するために有用な環境情報

のあり方についてご議論をいただきたいと思います。 

 まず、環境報告ワーキングのほうで、この問題について議論しておりますので、そのこ

とについて私からご報告させていただきたいと思います。 

 環境情報開示に関して、一体最近どんなトレンドが国際的にあるのかということを事務

局のほうからまとめていただきまして、その資料を元にワーキングで検討しているのです

が、皆さんとほとんど同じようなご意見で国際的な評価もなされていると思います。要す

るに、これまでのようにリスクマネジメントとしてではなくて、ビジネス機会の創出とい

う部分も含めて、環境要因が企業経営に与える影響はすごく強くなっているので、その実
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態を適切に評価しなければいけないということです。それから、これも前回の検討会で皆

さんからもたくさんご意見をいただいたのですが、環境経営は単独で存在するわけではな

く、企業経営の一部を構成するので、それを一部だけ切り出して議論する場合は、人権や

他の様々な問題と複雑に絡み合っていることを念頭に置いておかなければいけない、とい

う認識です。そういう状況の中での環境要因があることについて、ワーキング委員からも

たくさんご意見をいただいています。また、環境報告の将来像をどういう方向で見ればい

いのかも随分話し合いました。その結果、先ほど事務局の説明にもあったように、企業経

営と一体的にとらえるべきだとか、企業責任の一環としてとらえていかなければいけない

といったことも含めて、いろいろなご意見をいただいています。 

 我々のワーキングの責務は、環境報告ガイドラインを改定する際に、どういう枠組み

で、どんな方向性で行けばいいのかを明らかにすることでございますが、少なくとも将来

の環境マネジメントへの対応がどんな方向なのかという認識が前提になります。まずは、

そこを共有しようということで、ご意見をいただいているのですが、これに関しまして

は、３回目の検討会に提出が予定されている報告書案をもとにご議論いただきたいと思い

ます。皆さんから再三言われているように、環境は別にそれだけで存在するわけではない

のだ、ほかのファクターもちゃんと見なければいけないのだということは、ワーキング委

員からもご意見をいただいております。そのことに関しての認識は忘れていないというこ

とをつけ加えさせていただきたいと思います。 

 それ以外のことに関しましては、例えば方向性ですが、国際的なトレンドと離れたとこ

ろで情報開示の枠組みをつくってもしようがないので、陳腐化の速度が遅くなるように、

つまり、つくってからかなり長い間使えるように、国際的なトレンドとの整合性をとりな

がらいかなければいけないという結論です。また、そのときの方向性は、少なくとも環境

マネジメントが今までのように事業エリア中心で行われることは想定できないので、サプ

ライチェーンの川上、川下全部含めて、企業責任の範囲が拡大していることを前提に、ど

うやったら環境経営を適切に評価ができるのかということをちゃんと考えておかなければ

いけないという意見が主流でした。そのときに重要なポイントとなるのが、資源生産性

や、トレードオフの回避ですが、このことに関しましては、どういう指標をとれば適切な

のについてもう少し慎重に検討しなければいけないという意見出ておりました。 

 その辺のところが基本的な話し合いの方向性ですが、次回、この件に関しましては、も

う少し深堀りされていくと思いますので、またちゃんとした形でご報告できるのではない
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かと思います。 

 それから、環境ワーキングの検討や、事前アンケートの回答結果を参考にして、事務局

のほうから有用な環境情報開示の方向性ということで、ある程度まとめたものがあります

ので、それの説明をお願いしたいと思います。 

○事務局 それでは、皆様から事前に環境情報開示につきましてアンケートをいただきま

した。それをもとに有用な環境情報開示の方向性とはということでここには書かせていた

だいておりますけれども、まだまだ整理が不十分でこなれていない表現が多々あるかと思

いますので、いろいろとご意見を賜りまして、このあたり、ブラッシュアップしていきた

いと思います。 

 まず、事務局のほうで整理させていただいた内容を報告させていただきたいと思いま

す。 

 スライドの一番上のところに書かせていただきましたけれども、有用な環境情報開示と

は、先ほど最初に将来の環境経営というお話をしましたけれども、持続可能な社会の構築

に向けて、目指すべき環境経営、そちらの方向性に向かって企業の今ある環境経営の状況

がどちらに向かっているのかという方向性と、その進展度合いを評価できる情報開示であ

って、企業の事業活動の成長と、それから、環境負荷の低減に資するものであるというふ

うにまとめさせていただきました。 

 ちょっと文章がわかりづらいので、もう少し具体的に申し上げますと、目指すべき環境

経営を実践するために、企業がどのような戦略を立案し、それをどのよう実行したのか、

そして、その成果はどうだったのか、また、今後はどう取り組んでいくのかということを

企業経営の過去、現在、将来にわたるダイナミックな状況において、情報利用者に適切に

与えられるための情報開示というふうに考えております。 

 ここで環境情報の範囲ですけれども、こちらのスライドにありますように、経営理念、

環境取り組み、環境に係るガバナンス・体制など、企業の環境取り組みに係るすべての情

報を含むということになります。その情報開示でどんなことをあらわすのだろうかという

ことで、点々ということで、破線でこちらのスライドに囲みを入れました。中身がアンケ

ートで、委員の方々からいただいた内容です。それらを踏まえまして、我々といたしまし

ては、具体的に開示される内容は大きく３つあるのかと。１つは、企業戦略に関して、主

として記述情報として、２つ目は、環境パフォーマンスに関しては、絶対量とか、原単位

等の定量情報で、それから、環境経営の財務的な影響に関しては、財務情報が必要になる
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のではないかということで取りまとめさせていただいております。 

 簡単ではありますが、以上でございます。 

○上妻委員長 多分いろいろご意見があると思うのですが、まだ検討途上でございまし

て、具体的な細かいところにまでは入れていない状況でございます。 

 それでは、今の説明していただいた内容を踏まえましてご議論いただきたいと思いま

す。環境情報開示、もちろん先ほど来出ていますように、環境というのが単独で存在する

ものではなくて、企業責任の一環として存在するのだ。ただ、企業経営の環境ファクター

をどうやって評価するのか、どうやって評価すればそこを促進できるのかということに関

して、どんな情報開示のスキームがあればいいのかということを考えているわけでござい

ますので、その件に関しまして皆さんのほうからご意見をいただきたいと思います。 

○國部委員 環境情報開示の最近の国際的な動向は、いろいろな環境情報を細かく発表さ

せるのではなくて、むしろ重要な環境情報をセレクトして発表させるという方向に数年前

から大きく変わっていると思います。ＧＲＩのガイドラインも、たくさんの指標がある一

方で、マテリアリティーの原則があって、重要性という形があります。最近注目されてい

る統合レポーティングも、環境と戦略を統合すること、そして、その結果としてのＫＰＩ

をアニュアルレポートに開示することということで、具体的に重要なＫＰＩを発表させ

る。それはたくさんの情報をたくさん載せる環境報告書ではなくて、企業の戦略性を裏打

ちさせるようなものだというふうに考えられると思います。大きな流れは恐らくそちらの

方向に進んでいく。そこに環境省のガイドラインはどういうふうなスタンスに立つのかと

いうのは、１つの大きな立場だと思います。今までは大体国のガイドライン、一般にそう

なのですが、どのような人にも、どのような立場からでも利用できるということで、総花

的な情報開示という形になっていますけれども、その中で重要なＫＰＩをどうするのかと

いう問題を、やはり今考えなければいけない時期に多分来ているのではないか。そこを１

つの中心としてお考えいただければというふうにお願いしたいと思います。 

○上妻委員長 環境報告ワーキングの中では、開示スキームの新しいパターンということ

で、統合報告についても若干の議論がありました。 

 続きまして、古田委員、お願いします。 

○古田委員 今の國部先生の話と同じなのですけれども、環境という１つの要素ですか

ら、それだけで語れるものではないと思いますので、環境経営、環境経営と余り声高らか

に言わないほうがいいのではないかと思っております。その中で環境情報を考えていきま
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すと、やはりリスクのところ、いろいろな事業活動のところはどちらかというと今の概念

だとリスクととらえられると思うのです。ですから、そこはベースとしてこんなものでし

ょうという形できちっとＫＰＩで押さえられればいいと。それよりも本当に今求められる

のは、将来の環境を改善していくためにはどうしても技術が必要ですから、技術とか、そ

ういったことに対してどう取り組んで、どう貢献していくかというところが本当に求めら

れていると思います。そういう意味で、オポチュニティーのところに関して、それはオポ

チュニティーのところをきちっと示していくというような形に持っていくべきではないか

と思います。ですから、ごちゃまぜで議論するのではなくて、リスクのところとオポチュ

ニティーと、きちっと考え方を示した上で開示していくような方向性に持っていったらど

うかと思っています。 

○上妻委員長 西堤委員、お願いします。 

○西堤委員 今、古田さんおっしゃった、全くそのとおりだと思うのですが、オポチュニ

ティーなんかは自主的に、自分たちがこれが必要だと思うものを出していけばいい。リス

クに関しては、環境立国日本として、本当にリスクなのはどれなのかというのをきっちり

踏まえてやっていく必要があるかなと思います。よくサプライチェーンマネジメントが出

てくるのですが、確かにそういうサプライチェーンマネジメントの考え方はもっともなの

ですが、何でもかんでもサプライチェーンマネジメントでと言ったら、日本の加工組み立

て産業なんかは、恐らくものすごい手間と工数とかかってできないと思います。だから、

サプライチェーンマネジメントの中でも日本の企業にとって一体何がＫＰＩなのかという

のをよくこういうところで議論して、そういうところを重点的にやっていくのが、本当に

役に立つガイドラインになるのではないかと思います。 

○上妻委員長 もっともだと思います。 

 後藤委員、お願いします。 

○後藤委員 今の西堤委員と古田委員のご意見に反対するものではないのですが、後で話

をしますけれども、私は中国の環境報告書ガイドライン作成をオフィシャルに支援してい

ますが、中国の環境保護部（ＭＥＰ）の対象とする読者は、先ほど佐藤委員がおっしゃっ

た、市民に環境情報を知らせるというのがメインで、投資家あてということはないわけで

はないのですが、それがメインとはどうも考えていないようなのですね。そういう観点か

ら言うと、キー・パフォーマンス・インジケーターとか、マテリアリティーの情報だけを

出していればいいかというと、投資とかそういう観点からそういうことが言えるかもしれ
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ませんけれども、法律を決めて、市民の知る権利とは中国は言っていませんけれども、そ

ういうところで一種監視をさせるという観点でガイドラインをつくると、ちょっと違う側

面もありまして、アジアの時代ですから、日本の企業が、日本だけは投資家だけで、市民

に対する情報は出さなくていいかというと、そうはなりませんので、ここで方向性とし

て、それに偏ってしまうというのはちょっと問題があるような気がしております。 

○上妻委員長 この問題は統合レポートの話が出ると必ず出てきて、環境情報を含めて、

ＣＳＲ情報は投資家だけのものではないのだという議論なのですが、それについてはいろ

いろなご意見があると思います。 

 続きまして、稲永委員、お願いします。 

○稲永委員 今まで情報開示項目を決めるときに、企業間比較というのをかなり重視して

決められてきたと思うのですが、環境会計に見られるように、企業間比較はほとんどでき

ないと。大きな理由は２つありまして、１つは、バウンダリーとか、製品構成が違ってい

るので、ベースは異なるということですね。 

 もう１つは、ステークホルダーのニーズがいろいろあるので、そういったものに対応し

た企業間比較できるような項目というのはあり得ないと言っていいと思いますので、主要

な項目を開示して、項目を決めて、企業間比較はステークホルダーの判断にゆだねる。ス

テークホルダーの力量にゆだねるというような考え方もいいのではないか。ですから、開

示項目を決めるときに、それを使って、企業が内部管理をやって、その成長性がわかるよ

うな項目というものを設定したほうがいいのではないかと思います。 

 あと、環境会計については、今の環境会計よりも、環境コストマネジメントとか、あと

はマテリアルフローとか、Ａ４Ｓはちょっと違うかもしれませんが、そういった形で見ら

れたほうがいいのではないかと思います。 

○上妻委員長 続いて、冨田委員、古田委員、佐藤委員、西堤委員、小野委員の順序でお

願いしたいと思います。 

○冨田委員 後藤委員と同じような論点なのですけれども、１つ、國部先生がおっしゃっ

た統合レポーティングみたいな話、これはとめられない話ですし、大きなトレンドになっ

ています。基本的にここは投資家みたいなところを念頭に置かれているというふうになり

ますし、結果論的に言うと、冒頭の議論にありました環境と経営の両立というのか、統合

でしたっけ、忘れましたけれども、そちらの方向に向かっていく話なので、非常にすばら

しい話だというふうに私は認識していますので、これはこれできちんと考えておかなけれ
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ばいけないと思います。 

 ただ、一方、投資家だけでいいのかという問題は間違いなくあって、ＮＧＯの人たちと

か、消費者の方々、そういった別の観点を持つステークホルダーの方がいるというのもや

はり事実で、それぞれ両方求めている情報が必ずしも一致しない。ここをどう克服すると

いうところだと思うのですね。なので、一概に１つの環境報告書とか、サステナビリティ

レポートですべてを解決しようとすること自体がどだい無理だというふうに私はどちらか

というと考えていまして、そういう意味でいくと、前回、反対意見もあったようなのです

が、ある種、ステークホルダー別のレポーティングというか、必ずしもレポーティングで

なくていいのかもしれませんが、コミュニケーションの仕方というものを、ある種、ここ

で提言していくという形をしていったほうが、逆に１つのガイドラインで何だかよくわか

らないまま報告書をつくってみましたというよりは、やはり投資家に対する情報開示であ

ればこういうふうにすべき。ほかのステークホルダーに対してのコミュニケーションであ

ればこういうのがお勧めできるという形で整理できたほうが、ユーザーにとっては有意義

なガイドラインとか、方向性になるのではないかと思います。 

○古田委員 後藤委員からご指摘をいただいたわけですが、中国とかがまだ発展途上国に

おいてと、先進国においては、やはり実情が違うと思うのですね。中国なんかの発展途上

国はまさに今社会基盤が整備されている状況ですので、そういった中で環境というものが

どういうふうにそれぞれの企業の中で考えられ、果たされていくかというところに力点が

置かれているという意味で、私が言いましたリスクというところに対してまだまだ重要度

が高いよねと、そこをきちっと重要視していきましょうという議論がされていると私は理

解しています。 

 どちらかというと、我々は、そこはそこで重要なので、別に軽視するということを言っ

ているわけではなくて、さらにこれから20年、30年を考えていけば、例えばＣＯ２を80％

削減しましょうというのは、現実的に今の技術ではだめなわけで、できないわけで、そう

いった新しい技術とか、そういったものに対して自分たちの可能性はどうあるのだという

ところに関してきちっと述べていかないといけないのではないかと。それは別に投資家だ

けのためにやっているわけではなくて、ＮＧＯであったり、市民であったり、そういった

人たちに対しても重要な発言だと、コミュニケーションだと思いますので、逆に我々が新

たなポジションをきちっと考えていくのであれば、オポチュニティーというところに対し

てきちっと示していく方向性を今回出したらいいのではないかというふうに私は思いま
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す。 

 あと、比較可能性に関しては、環境の問題は比較可能性はないというふうに言われます

が、やはりこれはバウンダリーの問題で、弊社の場合も売り上げ、日本は18％ぐらいです

し、従業員も半分以上が外国人ですし、そういう意味で、ワールドワイドにどうやってル

ールをコンセンサスをつくっていくかというところがもうすべてですので、お願いとして

は、日本だけガラパゴス的なルールはつくりたくないというふうに思っております。 

○佐藤委員 環境情報の機能としては、私は知る権利という観点からすると、法律の補完

的な側面があると思います。すなわち、法律が直接規制しているわけではないけれども、

その情報が非常に市民に影響があるということで、情報を知ることにより、消費活動や取

引がより健全になる方向へ誘導され、また不適切な企業活動については抑制されるという

補完作用があるのではないかと思います。ここに出てくる案の中で、サプライチェーンマ

ネジメントというのは、多様な側面がございますので、法律は非常に入りにくいところで

ある。だけれども、地球環境とか、社会に対する影響が非常に大きいということで、私は

サプライチェーンマネジメントというのは、私が読む報告書の中でも最も注目する点の１

つです。 

 日本のトップ企業にとっては、これ以上何をすればよいのかというようなお気持ちがあ

るかもしれませんけれども、これから日本のトップ企業みたいなところを追いつけ追い越

せといった、新興していく会社にも情報開示を促進していく必要があります。国民に情報

が足りないと恐らく公正な競争や取引になっていない。その結果、非常に社会をマイナス

となる可能性があります。その意味でも、ある程度の達成した会社にとっては、これ以上

サプライチェーンの開示を広げるのは厳しいというお気持ちがあるかもしれませんが、ま

さにサプライチェーンにいる企業に情報公開の努力を広げて、公正な取引をしてもらうた

めにも、このサプライチェーンの情報は十分に配慮していただきたいというふうに思いま

す。 

 それから、私が読む中で非常に重要視するのはマイナス情報なのです。これも規制的側

面ではなかなか達成できないのですが、マイナス情報を開示するだけでなくて、なぜ起き

たのか、それをどのように克服したのか、この次にはどのように対応するか、こういう情

報があることによって、その企業の公正さが分かります。逆にそういうマイナス情報がな

いと、非常にわかりにくいというのですか、情報の価値が減ってしまうというふうに思っ

ています。 
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 ということで、読者にとって非常に重要、そして、それが法律の補完的な作用をして、

しかも、公正な競争を促していくというところを私は重要だというふうに思っています。 

○西堤委員 佐藤委員のおっしゃることに全て反対とは申しません。サプライチェーン

を、決して軽視しているわけではないです。これは重点的に執行していただきたいと申し

上げているだけです。 

 後藤さんのおっしゃった中国の話、それはすごくもっともだと思います。国によってニ

ーズといいますか、それは違ってくると思うのです。だから、例えば途上国向けだと、そ

れこそ、日本ではほとんど書かれていない公害防除とか、そういったことも本当は必要な

のかなと思います。そういう技術が日本にあると。そういう意味で、１つうちの会社がや

っているのは、中国だったら中国の現地事業体にそういうことを、そこに向いたのを書い

ていただく。ただ、やはり日本の場合は、日本のガイドラインということだから、さっき

言いましたようにオポチュニティーとか、そういうような特徴を持ったガイドラインでも

いいのではないか。いろいろな出し方はあると思うのですが、そういったようなことで、

幅広く考えていきたいと考えております。 

○小野委員 先ほどからサプライチェーンが非常に重要だと言われておりまして、それも

理解はできるのですが、企業のほうから言いますと、サプライチェーンのデータですね、

こちらのアンケートにもありましたけれども、ＬＣＡデータ、ここは非常にまだあいまい

だということがありまして、企業によって前提とか、バウンダリーは全然違いまして、こ

れをぱっと見られて比較されても全然違う、誤解が生まれてしまいまして、企業によっ

て、こういう言い方をするとあれですけれども、うまいところはそこをうまくＰＲに使っ

ているところもあるのかなというふうに感じます。特に素材産業なんかですと、素材が製

品段階でどこに行っているのかというのが全然わからない状況がありますので、使用段階

をどういうふうに計算していくのかというのが今非常に大きな課題で、その辺が標準化で

すとか、整備されていきますと、それはまたＤｆＥのような環境配慮設計の開発なんかの

促進にもつながっていくのかなというふうに感じております。 

○菊池委員 ステークホルダーごとの興味関心が結構違うのでというところに絡んで、い

つも同じ意見になってしまうような気もします。ワーキンググループでやるのがいいのか

どうかわかりませんが、ステークホルダーごとの最大公約数的な情報というのはどうなの

かとか、ステークホルダーごとで温度差が大きい、興味関心、あるいは必要性の差が大き

い情報はどうなのかというような整理を一旦してみるのも、議論がやりやすくなるのでは
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ないかという気がしております。 

○上妻委員長 皆さんから、いろいろなご意見をいただきましたが、どれも対立するもの

ではないという印象を持ちました。我々が目指しているのは、持続可能な社会の実現に貢

献できるような企業の環境的な側面をどうやって評価するのかという話です。そのために

は例えばサプライチェーンマネジメントが必要でしょうし、また、投資家情報がフォーカ

スされているのは、持続可能な社会を目指して事業活動を営む企業を評価する視点とし

て、投資家のそれが最も近いのではないかということでこの問題が取り上げられているわ

けで、必ずしも投資情報としてだけ環境情報が存在するのではないということは、ワーキ

ングの中でも随分話がありました。そういうものを一体どのように評価していくのかは、

個別のケースになりますと非常に難しいものがあります。業態や個社ごとに状況が著しく

違いますので、その辺に関しましては、先ほど國部委員がおっしゃっていたように、マテ

リアリティーを考えながら、最も適切な情報を出すことが重要になってくるのだろうと思

います。いずれにしましても、この件に関しましては、環境報告ワーキングのほうで少し

細かく取り扱っていかなければいけないと思いますので、きょういただいたようなご意見

を踏まえまして、少し精査したものを後日お出しできるようにしたいと思います。 

 そこで、１回休憩を挟ませていただきたいのですが、私の時計ですと11時17分ぐらいで

すので、11時25分にまた再開させていただきたいと思います。 

 それでは、小休憩ということにさせていただきます。 

〔休憩〕 

○上妻委員長 それでは、再開させていただきたいと思います。 

 まず、ＦＴＳＥの岸上様から、欧米の機関投資家の視点を織りまぜながら、ＦＴＳＥの

取り組みについてご講演をお願いいたします。 

○岸上氏 改めまして、ＦＴＳＥ英国インデックス会社の責任投資の作成管理に当たって

おります岸上と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 ふだん、欧州を拠点として活動している身としましては、このような形で皆様と意見交

換させていただける機会は非常に光栄に思っております。皆様の企業や金融に関する専門

性に関しましては及ばないと思いますが、企業の方々から情報を収集、分析し、投資家に

投資判断ツールとして提供させていただいている弊社ならではの視点を少しでも共有でき

たらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 皆様も責任投資のこれまでの変遷としましては、もともとは協会や個人などの倫理的価
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値観から生まれたものとご承知のことと思いますが、そうした最初の出発地点として、米

国にありましたが、この10年でヨーロッパのほうへと運用資産額は移行してまいりまし

た。このような特徴なのですけれども、責任投資原則（ＰＲＩ）の署名機関の調査により

ますと、アジア、北米、欧州の全体的な資産運用額でいいますと、アジアが１番、次に北

米、次に欧州となっていますが、実際の責任投資の運用資産額で見ますと、欧州が71％と

大きく見られますので、こうした形でも欧州の責任投資への取り組みの大きさが見受けら

れます。 

 一方で、アジアのほうなのですけれども、資産運用額全体で見ますと１位になるのです

が、責任投資においては１％と、宣言と実行の間にまだ見開きがあることが見受けられま

す。 

 こうした英国、欧州における動向なのですけれども、なぜ責任投資が後押しできたので

しょうか。企業情報開示と投資家の役割に関しまして、弊社の指数に基づいて少し共有さ

せていただければと思います。 

 2000年に英国の年金基金法が改定されて、その中にＥＳＧ（環境社会ガバナンス）に関

する年金運用における行為をするかしないかということを開示義務が行われました。この

開示義務に沿って運用の中にＥＳＧを考慮することがふえるのではないかということで、

それをサポートする形でＦＴＳＥ４Ｇｏｏｄ指数シリーズが2001年に立ち上げられまし

た。今年で10年になるのですけれども、この10年間の中で、当指数の基準開発並びに企業

との対話、エンゲージメントを通して、さまざまな相乗効果が行われましたので、少し紹

介します。 

 第１に、基準開発においてなのですけれども、既存の国際基準やイニシアチブを指数の

組み入れ基準の中に導入することによって、そういった国際基準の評価プロセスに貢献で

きているという点が挙げられます。それは国際基準が投資家の判断材料の中に内在される

だけではなくて、国際基準に署名している企業が実質的に活動しているかどうかという確

認するプロセスにもなります。 

 もう１点としましては、企業との対話、エンゲージメントの価値を可視化するというこ

とが挙げられます。もともと2002年に環境マネジメントに関する基準が強化されました

が、当時、構成銘柄の約半分がこの基準内容に達成していませんでした。こうした中、構

成銘柄の過度の出入りを防ぐためにも、エンゲージメントを始めたのですけれども、結果

的には構成銘柄の安定を投資家に提供するだけではなくて、こうした企業の行動を改善す
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るという付加価値を提供する結果となりました。このエンゲージメントなのですけれど

も、現在では弊社の指数の特徴であるだけではなくて、投資対象を変えずに、投資対象銘

柄に対する投資家として責任を果たすための重要な活動の１つとなっています。 

 今ご紹介しましたＦＴＳＥ４Ｇｏｏｄ指数シリーズの中にも、2007年に気候変動に関す

る基準を新たに導入させていただいたのですけれども、この当時、英国の経済学者、ニコ

ラス・スターン氏による気候変動に関するレビューが行われ、世界的にも気候変動に取り

組まないコストの高さというのが認識されました。 

 こうした共通認識に基づいて、ＦＴＳＥ４Ｇｏｏｄ指数シリーズのみならず、さまざま

な方法で気候変動へ対応する投資判断ツールというのを弊社のほうでもサポートさせてい

ただいております。先ほどの皆様の議論の中にもありましたが、主に気候変動に関するリ

スクと機会に分けて弊社のほうでも指数を開発しております。ＦＴＳＥ環境市場指数シリ

ーズというのが機会のほうに対応する指数、ＦＴＳＥ ＣＤＰ Carbon Strategy指数シリ

ーズというのがリスクに対応する指数となっております。 

 まず、ＦＴＳＥ環境市場指数シリーズに関してなのですが、２つの情報収集に力を入れ

ております。第１には、環境ビジネスを定義するというところについてです。多くの投資

家の方々が環境ビジネスに投資したいと思っても、なかなかどの企業がどういった分野で

の環境ビジネスに取り組まれているかというのが認識できないということで、そういった

課題を解決するためにも、環境ビジネスを定義づけるということを行っております。なの

で、弊社のＦＴＳＥ環境指数シリーズについては、ＦＴＳＥ Environmental Market 

Classification Systemという、通常の産業分類システムとはまた別の環境市場による分

類システムを提供させていただいております。 

 第２なのですけれども、それでは、環境ビジネスの関与の度合いはどうかということ

で、２つに分けさせていただいております。環境技術では事業活動の50％以上、環境オポ

チュニティーでは事業活動の20％以上が環境ビジネスに関与しているということで分類し

ております。その理由といたしましては、環境技術のほうでは、投資銘柄が少なくとも、

純粋な環境ビジネス銘柄へ投資したい投資家の方々へ、そして、投資対象を狭めずとも、

環境ビジネスで優位性のある企業に投資したい方々には環境オポチュニティーというふう

に分けております。 

 こうした形で投資家に対して環境ビジネスの機会というのを提供できるのですけれど

も、気候の変動による社会全体におけるビジネスへの影響というのを懸念している投資家
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にとっては、環境ビジネスという機会の部分だけでは不十分となっております。なので、

こうした環境技術への投資に加えまして、通常の投資ポートフォリオの中での気候変動リ

スクというのを認識して、それに対応するというので、ＦＴＳＥ ＣＤＰ Carbon 

Strategy指数シリーズというのが挙げられます。具体的には、将来的なカーボンリスクへ

の露出度を測定し、それに合わせた投資ポートフォリオの中での投資比重を変更するとい

う仕組みになっております。具体的に説明いたしますと、欧州を中心に活動している格安

航空会社のEasy Jet社とグローバル展開しているブリティッシュエアウェイズ（ＢＡ）を

比較した場合、Easy Jetのほうでは、欧州のＥＴＳ排出権取引制度への露出度も高いです

し、格安航空会社ということで、お客様の皆様に負荷コストを転じるという可能性が低い

ということが確認できます。、そうしたことから、総合的に言いますと、将来的なカーボ

ンリスクが現状のビジネスモデルでは高いということで、Easy Jet は当指数の中での投

資ウエートが下げられるというような仕組みになっています。 

 以上、駆け足で弊社の指数の特徴を説明させていただいたのですけれども、こうした指

数の作成、管理に当たって、幾つか企業の情報開示に関する課題が見られますので、こち

らを共有したいと思います。 

 先ほどの議論と全く重なるものになるのですけれども、まず第１に、開示された内容の

カバレッジが挙げられます。こちらは先ほどの気候変動に関するバウンダリーの問題もも

ちろんあるのですが、それに加えまして、日本企業の場合、現状として環境や社会に関す

る開示がＣＳＲ報告書で行われることが多いのですけれども、その主な対象が日本国内の

ステークホルダーということになっていましたので、海外の子会社などの情報が不足して

いるため、外国の投資家からは不十分とされることがありました。こちらに関する観察な

のですけれども、実際の活動内容と開示カバレッジが違いまして、実際は海外においても

取り組まれているにもかかわらず、開示されていない場合があり、こうしますと、日本企

業にとって不利な状況になっているのではないかと思われます。 

 当委員会では環境について特化していると思うのですけれども、簡単に社会面での明文

化についても説明させていただきます。開示内容について地域的な格差があると思うので

すけれども、日本企業は気候変動などの共通した課題を除いて、環境分野での開示という

のはすぐれているほうだと思われます。一方で、人権や労働条件などの社会面に関しまし

ては、まだまだ情報が不十分ではないかと思われます。こうした課題が数年前にあらわに

なりましたが、それからＩＬＯ主要項目などの人権労働条件に関する開示はかなり改善さ
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れてきていると見受けられます。ただし、世界的な同時不況によりまして、企業全体のガ

バナンスに関する各投資家の関心も高まっておりまして、今後企業のガバナンス、ＥＳＧ

のガバナンスに関しても情報開示が求められるのではないかと思われます。 

 また、欧州の機関投資家の方々がよく話されることなのですけれども、どちらかという

と、環境や社会に関する情報はネガティブな情報が多いため、開示を防ぐというような方

向があったと思うのですが、その中でポジティブな情報の開示にも限りがあったと考えら

れます。例えば環境ビジネスにおいてなのですけれども、日本企業の場合は、先ほどの環

境技術、環境に特化した企業というよりも、大企業の中でさまざまな環境技術に取り組ま

れている場合が多いと思うのですが、そうした取り組み度合いというのが開示されること

によって、ＦＴＳＥの環境オポチュニティーインデックスのような投資機会への露出もふ

えるのではないかと考えられます。 

 次はちょっと余談になってしまうのですが、海外におりますと、日本の企業及び投資家

の方々が日本に対して下向き傾向にあると見受けられますが、ここで弊社指数を通した少

しポジティブな情報を提供したいと思います。ＦＴＳＥ４Ｇｏｏｄの対象銘柄となってい

る日本銘柄を環境マネジメントの基準に達成している企業と、していない企業に二分した

場合、達成している企業のほうがベンチマークとなるＦＴＳＥジャパン・インデックスよ

りも財務的なパフォーマンスの面においてもポジティブな結果が出ているというような調

査結果を弊社のほうで得られています。こうしたことよりも、日本の環境優良企業がそう

いった環境への配慮を行うだけではなく、投資家に負のパフォーマンスを提供せずに活動

できているという１つの証拠になるのではないかと思われます。 

 また、経済成長の面に関してなのですけれども、現状としましては、日本の経済が世界

の中で２位から３位へ転じたと思うのですが、先ほど紹介しましたＦＴＳＥ環境市場シリ

ーズにおきまして、企業数、時価総額ともに日本企業が現状としては第２位となっていま

す。こうしたデータが裏づけとなって、さらに今後も日本の環境ビジネス、環境への取り

組みが促進されることが期待されます。 

 最後に、企業の情報開示における投資家の役割に関して述べて終わりにしたいと思いま

す。 

 企業の的確な情報開示が行われなければ、投資家はそれを投資判断ツールとして利用す

ることができません。しかし、そうした情報がないということであきらめるのではなく、

逆に投資家の役割としてそうした開示を促すということが欧州においては認識されていま
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す。そして、企業との対話、エンゲージメントがその１つの方法となっています。 

 皆様もご存じの取り組みとしては、ＣＤＰ（カーボン・ディスクロージャー・プロジェ

クト）によって署名している各機関投資家が企業の気候変動関連情報の開示を促している

と思いますが、そのほかにも大小さまざまな取り組みが挙げられます。例えば欧州におき

ましては、国際的な機関投資家による気候変動のグループがＩＩＧＣＣというものが挙げ

られますが、こちらにおいては自動車産業による開示フレームワーク、または保険会社に

よる開示フレームワークというのを提案しています。また、ＰＲＩ（責任投資原則）の中

で、国際基準にのっとった情報開示というのをエンゲージメントによって行っておりま

す。こうした形で日本の企業の情報開示においても、日本の投資家がエンゲージメントを

行う中で、さらに的確な情報が提供できるようになることに期待されます。 

 以上です。ありがとうございました。 

○上妻委員長 岸上様、ありがとうございました。 

 ＦＴＳＥの担当者の方にお話を伺う機会はないので、私はすごく楽しみにしておりまし

た。できればもっとうかがいたいのですが、そういうわけにもいきませんので、質疑応答

にまいります。 

 まず、私からですが、ＦＴＳＥ４Ｇｏｏｄは組み入れ企業を公開していませんよね。こ

れはどうしてですか。 

○岸上氏 以前まで公開させていただいていたのですが、そうしますと、無料で投資家の

ほうがその情報を利用するというような現状がありましたので、現在は一般には公開して

いません。ただし、調査目的ですとか、構成銘柄に関しては、無料で提供するということ

を行っておりますので、直接ご連絡いただければ開示できます。 

○上妻委員長 私は、年２回報告される入れかえのときの外された企業の理由というのを

いつも見ているのですけれども、例えば人権とか書かれているときに、人権のどの部分な

のだろうと思って、とても疑心暗鬼になってしまうことがあるのですが、お願いすると、

研究目的とかだと教えてくださることもあるということですか。 

○岸上氏 具体的に外された理由に関しましては、基準にのっとって外されたというとこ

ろで、企業との対話を大事にしているので、それ以上の個別情報というのは提供できない

のですけれども、ただし、基準内容はすべてウェブサイト上に開示されているので、それ

と企業側との対応ということで比較していただければと思います。 

○冨田委員 先ほどのお話の中でＦＴＳＥ４Ｇｏｏｄのものがジャパンインデックスの中
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でもＥＳＧがすぐれていると、ある程度経済パフォーマンスがすぐれているみたいな何と

なく相関がありそうみたいな話がされていて、先ほどどなたかも同じような話をされてい

たと思うのですが、実際、そういったＥＳＧ、一生懸命取り組むと本当によくなるのか、

逆のうがった見方をすると、たまたま余力がある企業がまじめにやっているのではないか

という見方もあると思うのですが、その辺はＦＴＳＥとして見解があるのか、岸上さんと

しての個人的な見解でも構わないのですが、その辺の相関みたいなものはどういうふうに

考えられておりますでしょうか。 

○岸上氏 先ほど紹介させていただいた傾向というのは、ことしで10周年を迎えるＦＴＳ

Ｅ４Ｇｏｏｄのための調査を今さらに行っている段階なので、詳しくはそのときに説明さ

せていただければと思うのですが、弊社のＦＴＳＥ４Ｇｏｏｄに関しましては、基準内容

がリスクマネジメントに特化しているので、全体的にＥＳＧをよくリスクマネジメントを

行っている企業は、そういった別の業績の部分においてもリスクマネジメントができてい

るというところで、パフォーマンスとの連動があるのではないかと考えております。 

○西堤委員 ＦＴＳＥさんにはいろいろお世話になっておりますし、大変工数もかけさせ

ていただきましたので、質問を２つ。 

 １つはＲＩと書かれている、これは日本の金融機関の先ほどの話ではＳがついているの

ですが、これは深い意味があるのかなというのが１つ。 

 もう１つは、３ページ目のところの一番下に、総収益に対して環境技術による収益が

50％云々という、あるいは環境技術ビジネスの純利益があるのですが、これの算定方法と

いうのは、これは環境会計でも算出がなかなか難しいのではないかと思うのですが、そう

いう算出基準がありましたか。 

○岸上氏 ＲＩに関してなのですが、意図的であります。ソーシャルをつけますと、どう

しても倫理的価値観というところに重点が置かれてしまうので、より広い意味ということ

で、ＳＲＩを含んだＲＩ、「責任投資」というふうになっています。ただし、最近ではＳ

ＲＩという言葉の定義自体を変えるということで、ソーシャル・レスポンシブル・インベ

ストメントではなくて、サステナブル・レスポンシブル・インベストメントというふうに

定義づけているところがあります。なので、世界的なＳＩＦ、日本にもＳＩＦがあると思

うのですが、ＳＩＦにおいては、それもソーシャル・インベストメント・フォーラムから

サステナブル・インベストメント・フォーラムに転じています。 

 環境技術、環境オポチュニティーの測定に関してなのですけれども、当指数に関しまし
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ては、インパックス・アセット・マネジメントという、環境技術に特化したファンド・マ

ネージャーの会社と共同で開発しておりますので、測定はすべてインパックス・アセッ

ト・マネジメントのほうでやらせていただいております。ただし、ご承知のとおり、なか

なか難しくて、特に情報がオポチュニティーのほうですと、開示されていないと20％をク

リアしているかしていないかというところが見えにくいところがありますので、そうした

中でも皆様のほうで、より明確に環境技術の部分に関しまして開示をしていただければ、

こうした指数への組み入れ機会というのもふえるのではないかと思います。 

○上妻委員長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 岸上さん、本当にありがとうございました。 

 では、続きまして、３番目の議題に入らせていただきます。 

 議題３の環境に係る財務情報開示についてでございます。 

 最初に、環境省に確認をしたいことがあります。本検討委員会は環境に係る財務情報と

いう言い方をしていますが、環境会計ガイドライン2005年度版の環境会計は、この範囲に

含まれないと理解していいでしょうか。 

○猿田課長補佐 既存の環境会計の枠組みにつきましても有用であるというご意見もござ

いますので、とりあえずその議論はしないでおきまして、先ほどからご議論いただいてお

ります有用な環境情報の開示という観点から、環境に係る財務情報に関して新たな開示の

やり方というものについてご議論をいただければというふうに考えております。 

○上妻委員長 ありがとうございます。 

 それでは、環境会計ワーキンググループの座長をされている八木委員から、ワーキング

グループにおける検討状況について簡単にご説明をお願いしたいと思います。 

○八木委員 それでは、ご報告させていただきます。 

 今、環境省のほうからお話がございましたが、環境会計のガイドラインについては、将

来的な検討事項には入っておりますが、まず広く環境に関する財務情報の情報ニーズであ

るとか、利用方法等を検討した上で、その後、ガイドライン等に立ち返って、すり合わせ

を行っていくという方向で今検討のほうを進めております。 

 ワーキングの第１回目の内容ですが、まず最初に、財務を中心に環境財務情報の開示状

況のリサーチをやりました。こちらのほうはきょうの参考資料等についておりますので、

詳しくは申し上げませんが、各国の制度でありますとか、証券取引所等の環境情報に関す

る動向、先ほどお話もありましたけれども、Ａ４Ｓでありますとか、ＣＤＳＢであります
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とか、そういったもののまず状況を確認しております。 

 それから、サプライチェーンの話は先ほどから何回も出てきておりますが、その中でも

特にサプライチェーンに言及する団体、機関等についての確認もしております。 

 ２番目の項目といたしまして、環境に関する財務情報の必要性、有用性、先ほど申し上

げましたが、こちらについての委員の意見の取りまとめを行いました。まず、それに先立

ちまして、本日も金融機関の方にご講演いただきましたけれども、ワーキングのほうでも

日興フィナンシャル・インテリジェンスの宮井様のほうから、証券アナリスト協会のほう

で企業価値分析におけるＥＳＧ要因についての統計的な解析を行った報告書が出ておりま

して、そちらを中心にまずいろいろなご示唆をいただきました。 

 その際に環境経営とリスク管理、オポチュニティー、それから、企業の成長戦略との関

係性というのが実際のアナリスト、ファンド・マネージャー等においても非常に重要にな

ってきているというご示唆をいただきました。それから、先ほどもご意見が出ていました

けれども、海外ではＥＳＧを中心に総合的に見るという傾向が強いので、そういった意味

での環境と他の要因との関連性についても注意したほうがいいでしょうというご示唆をい

ただきました。 

 ワーキングのほうのこの委員会と同じように事前アンケートを踏まえて意見交換を行い

ましたけれども、基本的な方向性といたしましては、環境政策とか環境指針の浸透によっ

て、環境問題の戦略的、企業の戦略的対応が非常に重要になって、その中での企業財務の

影響も大きくなってきているという意味で、企業評価にとって環境財務情報というのが不

可欠になってきているということでございます。特に今回のワーキングでは、機関投資家

でありますとか、金融機関等を想定しておりますので、そういう意味では、現在と将来に

おいて、企業の持っている環境面のリスクとオポチュニティーをできるだけキャッシュフ

ローにつながる形で把握できる財務情報が必要であるというところは、委員の中での合意

が得られたところでございます。 

 それから、先ほどの宮井さんのご指摘もあったように、やはり国際的な動向の中での大

きな方向性は考えていかなければいけないだろうということですね。と同時に、ＥＳＧの

中での環境の位置づけについても考慮する必要があるということで、意見が大体まとまり

ました。 

 それから、具体的にどのような種類の情報が有用かということになります。これは具体

的にはさらに次回のワーキング等で詳細な内容については検討する予定になっております
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ので、ここでは比較的ざっくりとした内容でお話してさせていただきます。 

 まず、検討委員会の委員の皆様からいただいたご意見のほうは、キーワードといたしま

しては、リスク、オポチュニティー、環境債務、潜在的環境負債、それから、コアとなる

環境負荷の削減コストとか、効果情報、環境影響の経済的効果の測定、財務会計との関連

性の重視というようなご意見をいただきました。こういったご意見も踏まえて、ワーキン

グの検討事項、検討させていただいた内容といたしましては、若干繰り返しになります

し、それから、先ほどいろいろご意見をいただいた中とも重複するのですが、リスクとオ

ポチュニティー、将来のチャンスについての情報、それがなおかつキャッシュフローにつ

ながるものであるということです。それから、企業活動の全体をとらえると同時に、今ま

でと若干違うのは、中長期の視点からの企業評価が重要になってくるであろうということ

です。それから、方向性としては、バウンダリーについても上下流両方にわたって拡大す

る方向で検討する必要があるでしょうということです。将来についての時間的な拡大とい

うことも考えていく必要があるということです。さらにストック情報とか、財務諸表では

扱われていないような財務情報、非財務情報、中長期の情報なども検討していくというこ

とが確認されております。 

 最後に、ガイドラインの改定の方向性について、これは次回以降の検討になるのです

が、まず、委員の皆様からアンケートのご意見をいただいておりまして、比較可能性であ

りますとか、継続性、バウンダリーの統一と選択の問題、どう活用するかという問題です

ね。それから、ビジネスチャンスとも関係しますけれども、本業との関連性について、こ

ういうようなご意見をいただいておりますが、ワーキングの意見といたしましては、やは

り利用者の方に有効に使っていただく情報を提供していくということを重視して、その判

断基準に従ってワーキングもこれから優先順位を決めて検討を行っていきたいということ

でございます。 

 それから、先ほどワーキングの中でご講演いただいた宮井様のほうからも、企業のほう

は多様な事業ポートフォリオを持っているので、それを配慮した形で情報を整理するとい

うことが重要ではないかというご示唆をいただいております。きょうのオポチュニティー

のほうとも深く関連するのですが、環境保全活動とエコビジネスという領域が境目がかな

りなくなってきておりますので、従来の環境会計では若干この辺は区分している部分もあ

ったのですが、そういったものを含めた包括的な形での有用を考えたほうがいいだろうと

いうところでご意見がまとまっております。 
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 それから、内部利用についてのアンケートもいただいているのですが、こちらは先ほど

申し上げたように、次回以降検討することになっておりますので、また次回の検討会のほ

うでご報告させていただきます。 

○上妻委員長 ありがとうございます。ただいまの説明を踏まえて、ご意見をいただけれ

ばと思います。 

○國部委員 私も環境会計の委員会、97年からですか、ずっと参加して、ガイドラインの

立ち上げからかかわってきた者として、きょうの議題は環境財務情報ということで、かな

り広い形で議論されているのですが、まず最初に、将来的な課題と言われました環境会計

について、私の意見を申し上げたいと思います。 

 環境会計に関しては、ご承知のように、当時の環境庁が環境会計ガイドラインを出し

て、ここにおられる企業さんたちも環境会計情報を出されているのですが、その内容とい

うのは環境保全コストなのですね。出したけれども、どのようにして活用していいのかと

いう声を多くの企業から聞いております。これの一番最も大きな問題は、何のために環境

会計情報を出すのかという、環境会計情報を出したら有用で使えるだろうということで、

すべてが進んでいるのですが、目的のところがはっきり詰められていないこと。本当は企

業の内部管理に使うということが１つ大きな目的であったですけれども、企業の中でも環

境予算のような形で、そういうものをしておれば、環境保全コストとリンクさせて使うこ

とができるのですが、そのニーズもそれほど高くないという現状が多分あると思うのです

ね。 

 そこで、もし環境会計のことまで踏み込んで考えるのであれば、この情報というのは、

企業が使ったり、投資家が使ったりする情報ではなくて、むしろ政府が使う情報。そもそ

も環境庁が環境会計ガイドラインができたときに、当時の環境庁の担当の室長は、大蔵省

まで行って、環境会計で出てきた環境コストというのは、これは自主的な環境に対する支

払いなのだから、それに対して税額免除等の財政的支援はできないかというふうに伝えた

のですね。そのときの大蔵省の回答は、まだ環境会計ガイドラインはかたまっていなく

て、正確な測定ができないから、中長期的課題として返答する。これはちゃんと記録に残

っているのですけれども、返答があってから、大蔵省が財務省という名前にかわり、環境

庁も環境省に名前がかわり、12年ぐらい時間が経過している。しかし、現在、環境税、あ

るいは排出権取引等で、排出権取引はちょっと違いますが、環境税の導入、企業からはそ

ういう形で、税金という形でお金をとるという形だとすると、逆に自主的に企業が活動し
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ているものに対して、もう１度戻すということとの２つの柱で進めていくと、これは環境

会計が環境の自主的な活動のコストを計算して、さらに環境の自主的な活動を促進すると

いうことで、非常に大きな社会的スキームになると思うので、私はこれはいつも委員会で

はずっと主張しているのですけれども、ぜひどこかで検討していただければというふうに

思っています。それが１つ。 

 もう１つは、これはリスク情報の開示ということは、それが非常に大きな形で上がって

くると思うのですけれども、そのときに、環境に関するリスク情報の開示というものと、

もう１つは、財務会計活動、さっきの環境会計もそうなのですが、環境に対して頑張って

改善活動をしたことの証としての財務情報開示というのがあると思うのですね。日本だと

環境会計情報なんか、これだけコストをかけているのだからということで、ポジティブな

要因にとられることもあったと思うのですが、今度はリスク情報開示としての財務情報

と、企業の改善活動を促進した、それを評価するためのコスト情報は、これはごっちゃに

してしまうと非常にややこしくなるので、これは全然違う情報ですから、明確に分けてや

っていただけたらと。多分八木先生が座長でいらっしゃるので、そこら辺十分配慮してや

られていると思うのですけれども、そうしていただけたらというのがあります。 

 それから、最後の３点目は、リスク情報とかになってくると、現在、ＩＦＲＳ、国際財

務報告基準との関係は避けて通れない問題に多分入ってくる。ＳＥＣのガイドラインなん

かもそうなのですけれども、そのときにやっぱりこの委員会だけでは仕方ないかもしれま

せんが、ＩＦＲＳに対して意見を言っていくとか、そういうところまで視野におさめた国

際的な考え方というのもちょっと考えていただけるとありがたいと。 

 ３点、申し上げました。 

○八木委員 ご意見、ありがとうございます。目的のほうは、國部先生のおっしゃってい

ることについてもよく理解はさせていただいているのですが、今回は投資家とか、金融機

関の利用目的というところに絞った議論をするというテーマ設定になっておりますので、

そちらはまた時間があれば発展形といいますか、いろいろな形での展開という形で考えて

いきたいと思います。 

 それから、ＩＦＲＳについても、今いろいろ調べていただいたりしているのですが、な

かなかどこを前提として我々は議論するとかいう部分がございまして、まずは今日本の現

状を前提に進めるということなのですが、当然おっしゃるように、国際的な動向を加味し

ながら、その可能性については絶えず考慮事項に入れて検討させていただきたいというふ



 46

うに思っています。 

○國部委員 私が一番危惧するのは、情報ニーズがスタートすることなのですね。情報ニ

ーズ、多分ない可能性がかなり高い。あったらいいけれどもという程度の情報ニーズは幾

らも見つかるのですが、これがないとどうしても困るという情報ニーズがなかったとき

に、しかし、それでもこういう情報が必要だというのであれば、それを必要とする目的が

ないと、やっぱり社会的なコストがかかってしまうのですよね。だから、情報ニーズがな

くても必要なのかどうなのかというところが、多分情報にとっては、あるいは情報ニーズ

が顕在化していない、潜在化しているだけで、多分顕在化する可能性があるとか、そうい

うところまで踏み込んでいただきたいと思います。金融機関の今の情報ニーズからいく

と、非常に微妙な形になってしまうのはちょっと危惧されるので。 

○上妻委員長 ありがとうございます。ご意見を十分にワーキングのほうで反映させてい

ただきたいと思います。 

○冨田委員 非常に幅の広い話なので、的確に言うのは難しいのですが、特に環境会計み

たいな話で言うと、過去のあれはともかく、一定のある程度こういったことが議論された

という意味合いは多分あったのかなというふうには認識していますが、今、現時点で振り

返ってみますと、こういったものを一生懸命データを集めて開示しても、何のためにやっ

ているのかよくわからないというのがはっきり言って率直なところではないかと思いま

す。ですので、どちらかというと、企業の中にとってみれば、もうちょっと管理会計的

な、包括的なコンソリのデータを求めるというよりは、例えばプロジェクトごとの管理会

計的なものというのは、もしかしたら環境会計的にはある意味で有意義な用途になるのか

なというふうに思いますが、財務会計的な全般的な話になってしまうと、ここ、本当に何

のためにという話になると。多分、私の直観的な感じからすると、これは環境部署の人が

一生懸命集めて何かやるという形になってきたこと自体が非常に大きな問題ではないかな

と。要するに環境活動をアピールするためにこれだけお金を使って、何とかして、効果が

上がっているのだという視点に立つと、どうしても今みたいな形になり、余り意味がな

い。逆に見方を変えて、経理の人が本当に使いたい情報が何なのかという発想に、ちょっ

と逆の視点から見てみる必要があるのではないか。先ほど投資、金融の話が出てきて、今

まで経済側面オンリーで評価されていたけれども、ＥＳＧが非常に大事で、やっぱりそう

いうところを無視していくと適切な評価ができないよという時代だとすれば、多分経理と

か財務の観点から見て、事細かな環境活動はどうでもいいのですが、大きなインパクトの
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あること、財務的な意味があることだけを、こういう話題が今環境の中で非常に重要にな

っている。例えば環境債務というのは１つのあれだと思いますが、そういったところを認

識させるためのガイドラインみたいなのであれば、ある種、有効性というのがあるのでは

ないかという気がいたします。 

○西堤委員 先ほど國部先生から、創立当初の12年前の話を伺って、それは余り知らなか

ったのですが、確かにそういうふうなインセンティブというのですか、企業にとってどん

なインセンティブがあるかという、今までとは違ったインセンティブも考えられるのでは

ないかと考えていただくと、企業にもいろいろな使い勝手というか、役に立つのではない

かと思います。そういう意味では、金融機関の方がどういうふうにこれを使っていただけ

るのか、インセンティブ志向で、そういったようなこともやはり議論していただければと

思います。よろしくお願いします。 

○古田委員 私もかなり古くからこれに携わっている一人だと思うので、過去の歴史をい

ろいろ考えてみると、やっぱり世の中が変化しているのだと思うのですね。前はやっぱり

環境というところを１つ取り出して、フォーカスさせて、これからは環境という側面が重

要なのだよということをきちっと伝えることが重要だったと。社内的にも重要だったと思

うのですけれども、今はもう環境という要素を抜きに経営は多分できないと。そういう時

代に変化したわけで、そういう意味で環境会計というところの役割も１つ次のステップと

いうふうに考えなければいけないだろうと思います。ですから、改めてこれを切り出す意

義がどこにあるのかどうかというところをやはり考えなければいけないのではないかと思

います。 

 そのときにやっぱり考えなければいけないのは、ここで言っている環境の定義だと思い

ます。特にこれから先、オポチュニティーということを考えていったときに、非常に狭い

中での環境ビジネスというふうにとらえたら、これは世の中にとってはいいことだとは私

は思っておりません。それよりも、それぞれのいろいろな企業が、直接的だけではなく、

間接的にもなし得る環境と貢献というところまできちっと見ていくというのが、本来求め

られるべきだと思っておりますので、こういうふうな議論になっていくと、企業における

環境というのは何なのだという定義の議論になってしまうと思いますので、余り切り出し

の議論はしないで、次のステップを考えたほうがいいのではないかというのが私の意見で

す。 

○國部委員 議論の中で少しでも触れていただけたらいいのは、今、マテリアルフローコ
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スト会計、日本国政府の支援で国際標準化というのは進んでいるのですけれども、これは

環境管理会計、内部管理の指標なのですが、外部に情報開示されて、キヤノンさんなんか

の事例もございますので、そういうもう少し大枠のところとの関係性もぜひ議論の中に入

れていただければと思います。 

○上妻委員長 マテリアルフローコストについては、一部入っていましたよね。テーマと

して載っていたように思います。 

 環境会計に関しては扱わないと最初確認したのですが、やっぱり避けて通れないのです

ね、しかし、それとの関係について議論すると、すごく時間がかかってしまいますので、

今回はこれでご勘弁いただきたいと思います。 

 続きまして、最後の議題ですが、４番目の議題に行きたいと思います。環境情報の開示

促進ワーキング座長の後藤委員から、ワーキンググループでの検討状況と環境情報の開示

施策に係る中国、韓国の動向についてご説明をお願いしたいと思います。 

○後藤委員 開示促進ワーキンググループはまだ１回しか集まっておりませんので、結論

が出ているわけではありませんが、１回目で話し合った方向性だけ簡単に報告しますと、

まず、促進するというのは、今の大企業の促進というより、中堅以下をどう促進するかと

いうことで、ターゲットは売上高1000億未満、従業員500人以上のあたりを想定する対象

として検討しようと。どうもこれが1700社ぐらいあるらしいので、結構大きい部分かなと

思っております。 

 環境経営の普及や環境情報の開示を促進、そういったターゲットに促進するには、環境

と経営が一体であることを認識、つまり、環境への取り組みが経営にもプラスになると

か、それから、通常の業務の中でも環境が組み込まれているとかというような状況をつく

らなければいけない。そうすると、経営者と社員にどのような意識改革とか、もしくは気

づきをしてもらうのか。これは両方あるわけですね。経営者が認識してトップダウンす

る、従業員も意識が変わって、通常で取り組むということが必要だと。それを具体的にど

ういう形で促進する方法があるのだろうかということで、北風と太陽があるのではないか

ということで、１つは、制度的に決めるということもあるかもしれませんが、もう１つ

は、グリーン調達とか、ＣＳＲ調達の中で、先ほどサプライチェーン、難しいというよう

な話がありましたけれども、カスケード的に、ここがやって、一時納入のところにあり、

一時納入がその先にやるという、カスケードでどういうグリーン調達、ＣＳＲ調達の言っ

てみればガイドラインのひな型みたいなもの、大手の企業はつくっておられますけれど
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も、全部がつくっておられるわけではないので、そういった仕組み、ツール、人材育成、

そういったことがどういう施策、方策があるかということを考えるべきではないのかなと

いうような話までいっております。 

 当然そういった中堅企業に今の大手企業も使っているような環境ガイドラインというの

は、余りにもツーマッチなので、もう少し簡略化したものがあってもいいのではないか。

ただ、その場合に、通常の一々データを集めるのではなくて、例えば温対法で報告してい

るものとか、都道府県に報告しているものとか、そういったものがもっと活用できるよう

なことを考えたほうがいいのではないかという程度の議論が、まだ１回目でしたので、行

われております。 

 それから、中国、韓国の状況ですが、中国は2008年の10月から５カ年計画で、日本の環

境省と中国の環境保護部が協定を結んで、例えば公害防止管理者とか、グリーン購入と

か、幾つかの支援をしておられます。その中の１つが環境報告書ガイドライン策定業務の

支援でして、環境省の推薦、私がＪＩＣＡの短期専門家として何度か中国に行き、中国か

らも研修生を受け入れて、昨年の９月、10月にドラフトがパブコメにかけられました。10

月いっぱいでパブコメを締め切って、11月の終わりに聞いたところでは、現在、パブコメ

を調べながら、３月の全人代の後ぐらいに出すと、上場企業を中心に13業種、鉄鋼、電

力、化学等々に義務化をする。それ以外はリコメンデーション。 

 先ほど話に出ました読者対象なのですが、もちろん投資家も対象にしていないわけでは

ないのですが、環境保護部としては、非上場企業に情報公開を進めていきたいということ

で、実は研修生も内陸部の寧夏回族自治区の環境担当者等も参加して、非上場企業にどう

進めるかというようなことをやっておられます。 

 後で韓国でお話するデータベースの問題ですが、環境保護区のデータベースに情報を載

せる形で情報公開をしたというような形にするだろうと言われております。行ったときに

そんなふうに私は聞いております。 

 中国には社会科学院というところがありまして、ここがＣＳＲガイドラインをつくって

おりまして、それでもって国営企業を中心にＣＳＲレポートをかなり強烈に推進しており

まして、既に600社ほどが発行している。もう１つ、社会科学院は、実はグローバルコン

パクトに深くかかわっていることと、そのガイドラインをＩＳＯ26000に合わせて改定す

るということも明言しておりますので、26000の影響を社会科学院のほうのガイドライン

はかなり受けると思われます。 
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 ちなみに環境保護部の環境報告書ガイドラインは、かなり勉強しておりまして、世界じ

ゅうのガイドラインをいろいろ勉強して、どうも日本のがいいというふうに彼らは思った

らしくて、2007年版ですね、若干日本のものに近いかなと思っております。 

 韓国は2009年の12月に、エンバイロンメンタリー・フレンドリー・カンパニーズという

ものを指定する情報開示の法的根拠がつくられました。それでもって、今、画面にあるよ

うなことが、左側がウェブでの情報開示のサポートシステムです。その根拠として次のペ

ージで、法的根拠があるのですが、ボランタリーとマンダトリーで、緑がマンダトリー

で、これは全部出さなければいけませんよと。それ以外の情報はボランタリーですよとい

うことになっているのですが、この辺の情報は一々比較してもしようがないのですが、き

ょう発表されました加藤さん、三菱ＵＦＪとか、竹ケ原さんのほうで評価するときに使っ

ている情報とほとんど似通っておりますので、そんな特殊なものではないかと思っており

ます。 

 実はここから若干私見になりますが、昨年の暮れに韓国で、アジアのＣＳＲ30社とか、

環境の30社を選びまして、ソニーの冨田さんなんかもご一緒したシンポジウムがあったの

ですが、そこで盛んに、やはり韓国も26000のことを発言しておりましたので、ここの方

向性としても、例えば26000の中で７つの原則とか、ステークホルダーエンゲージメン

ト、それから、全般的に通じているバリューチェーンの問題、当然７つの課題の中の環境

部分との整合性、そういったものが中国、韓国がかなり関心を持っていますので、日本も

そういった国際規格との環境部分での整合性は考えていく必要があるのではないかと思い

ます。 

○上妻委員長 ありがとうございます。環境情報開示の促進策につきましては、委員の

方々に事前にアンケートをちょうだいしておりますので、その内容についても事務局のほ

うから簡単にまとめてご報告いただきたいと思います。 

○事務局 アンケートの結果にいたしましては、こちらの画面にあります５ページと、そ

れから、次のページにあります６ページでアンケートのところで回答をいただきましたキ

ーワードを整理しております。本日は次の７ページでございますけれども、ワーキングの

議論及び事務局等で検討いたしまして、特にアンケートの中でも２つのテーマでご議論を

いただきたいというふうにしておりますので、それに関連した意見をご紹介させていただ

きたいと思います。 

 １つは、努力している企業が適正に評価され、メリットを得られるような施策というこ
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とで、これはグローバルに展開をしていただいている大企業様も含んでということです。

こちらにつきましては、アンケートのご意見と、それから、ワーキングのご意見の中で、

４つ主要なものを掲げさせていただきました。グローバルに通用する環境経営評価機関の

育成や指標に関するルールづくり、それから、ＩＴの利用、もう１つは、コア情報に限定

した指標一覧、それから、すぐれた環境取り組みの公共調達に関する基準、こちらに追加

しようというようなご意見をいただいております。 

 もう１つのテーマといたしましては、サプライチェーンを通じた環境取り組み促進を拡

大させるような施策ということで、主要なものをここで３つピックアップさせていただき

ました。１つはサプライチェーンを通じて、環境経営、情報開示の協力体制を構築、２つ

目は、環境経営に関するアドバイザリーの育成支援、もう１つは、環境情報開示企業への

インセンティブ付与策というのが代表的な特徴のある意見でございます。 

 以上です。 

○上妻委員長 ありがとうございました。 

 それでは、後藤委員が報告された促進策ワーキングの状況説明と、今の事務局の説明を

踏まえて、促進策に関するご意見をいただきたいと思います。その際に、恐らくグローバ

ル展開している大企業と、そのサプライチェーンの中に入っている中小企業とでは多分抱

えている問題が全然違うと思いますので、その両方を区別できるような形で促進策につい

てご意見をいただきたいと思います。特に基盤整備と人材育成にフォーカスしていただけ

るとありがたく思います。 

 私から１点後藤委員にお聞きしたいのですが、中国と韓国と日本とで例えば情報開示に

関する何らかのフォーラムをつくるといったような話は全然ないのですか。 

○後藤委員 特にないのですが、日本からなかなかイニシアチブが出ないというのが実情

でして、韓国がむしろかなり積極的です。ですから、東アジアＣＳＲフォーラムというこ

とで、昨年、ＣＳＲとか環境で30社、日中韓で選んだのですが、中国、韓国の制度がかな

り進み出していますので、今のところ日本がリードしていることは事実なのですが、追い

抜かれるような懸念がちょっとあるなと思っております。そうすると、それをどういうふ

うにつくっていくのか、報告書でいくのか、実はグローバルコンパクトのローカルネット

が日中韓で、これもやはり一番最初は韓国からの提案で、おととしやり、去年は中国でや

り、ことし、日本でやるのですが、そこで、グローバルコンパクトですので、環境だけで

はないのですが、そういった情報開示の議論をするかどうか、ことしの11月ですので、ま
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だアジェンダも決まっていないのですが、韓国がそういうフォーラムとか、そういうもの

ではかなりリードしている感じがあるというふうに私は感じております。 

○上妻委員長 環境情報開示は環境ビジネスと同じように、日本の優位性というのが大分

危うい状況になっているような気が今のお話を聞いて少し危惧を感じたのですが。 

○冨田委員 論点は２つで、１つ、大企業がふえた、上のほうと下のほうとあると思うの

ですが、余り否定的な言い方はしたくないのですが、はっきり言うと、新しいグローバル

に通用する環境経営評価機構の育成や指標に関するルールづくりとか、新しいＩＴの何と

かとか、こういったものは基本的に日本の国内だけで進められると非常に面倒なことにな

るというふうに言ったほうがいいと思います。今いろいろなグローバルな仕組みができて

いますし、ＩＴの仕組みでもＣＤＰが動いたりとか、いろいろな枠組みが既にグローバル

に動いていますので、ここでまた日本独自の仕組みをつくるというのは非常に無駄が多い

し、結果的には活用されないものになるというふうに思います。ということで言うと、論

点からすると、こういう意識を持つことはいいと思うのですが、どちらかというと、より

積極的に、グローバルな枠組みづくり、基準づくり、フレームワークづくりに積極的に参

加していくような後押しをするということが一番大事なことではないかと思います。 

 下のほうのサプライチェーン、どちらかというと、中小企業ということに関して言いま

すと、これは非常に難しいところがあると思うのですが、サプライチェーンを通じた何と

かかんとかという部分は、確かにこれは１つのツールとしてはあり得ると思うのですが、

どうしても取引関係にあって、サプライチェーンとなりますと、総花的な情報が欲しいと

いうよりは、やはりスペシフィックな非常に重要な特定の情報が欲しいということになり

ますので、これは一般の環境情報開示という観点から必ずしもマッチしてこない可能性が

あるのではないかというふうに思います。 

 ですから、どちらかというと、中小企業を含めた広い意味での普及を目指すのであれ

ば、２つ目に書いてあるアドバイザーですか、これは多分エコアクションの活動とか既に

あると思いますので、そういったものを例えば活用していき、それを何らかの形でうまく

インセンティブとつなげていくような形をとっていかないと、余りそういったものをサプ

ライチェーン的に押しつけようとすると、かなり無理が出てくるのではないかと思いま

す。 

○國部委員 １つは質問と、１つは意見なのですが、質問のほうは、この促進策につい

て、たしか2005年に環境配慮促進法というのをつくって、上場企業は環境情報開示の努力
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義務がある。政令で指定された独立法人等は作成しなければいけない義務をつくりました

ね。それで私たちの大学も環境報告書をつくらなければいけなくなったのですが、そうい

う促進法を既につくられていて、そのままにして促進策というのを別個に議論して実施さ

れていくのか、これは１個の質問、方針としての質問を１つ。 

 それから、もう１つは、サプライチェーンを通じた情報開示に関しては、今はカーボン

フットプリント、カーボン製品のベースも組織のベースもありますし、ＧＨＧプロトコル

のスコープ３で、サプライチェーンを通じたＧＨＧの測定というのが出てきてはいるので

すけれども、この議論をしていくときに、測定を通じて正確な情報を開示する方向ばかり

追求すると極めて困難なところにすぐにぶち当たってしまう。しかし、それは非常に重要

なのです。でも、私たちもいろいろなプロジェクトで考えていることは、サプライチェー

ンを通じた環境負荷の削減や、低炭素化の改善事例というのは、全部のサプライチェーン

を通じなくても、１個か２個のサプライチェーンでかなり大きな成果が出るということは

幾つかのプロジェクトで明らかになっていると思いますので、そういう改善事例のような

定性的な情報開示というのもぜひ視野に入れていただけたら。 

 といいますのも、今、環境報告書では、どの会社もと言ってもいいぐらい、最初は特集

記事があって、特集記事は、何のガイドラインもなく、適当に書かれているのが多いので

すけれども、そういうところの中でも特に重要な活動としてサプライチェーンの活動を何

か位置づけるとすると、今の現状では効果があるのではないかと思いますので、定性的な

レベルでも考えていただけたらと思います。 

 最後のほうはコメント、最初は質問です。 

○上妻委員長 最初のご質問ですが、環境配慮促進法があるにもかかわらず、あえて促進

策を考えなければいけない理由は何ですか。努力義務は義務なのかという問題もあると思

いますが。 

○猿田課長補佐 促進策につきましては、当然環境配慮促進法を前提に、環境情報の有用

性ということで実行につなげるための促進策ということで、それが法律としては法律で前

提というふうに考えております。そういう意味では、特定事業者の方に任されております

ので、来年度になると思うのですけれども、そういった視点でも実際そこで開示されてい

る情報の有用活用ということは考えていかなければいけないだろうと考えております。 

○後藤委員 私は冨田委員のご意見に賛成で、国際的な枠組みづくりに何もすべて日本が

イニシアチブをとらなければいけない必要は全くないので、むしろどんどん積極的に行け



 54

ばいい。東アジアでつくるときは、少しは日本がイニシアチブをとりたいなと思っている

のですが、なかなかお金が出るところがないので、動けない、こういうのが実情だと。私

が今座長を務めさせていただいているワーキンググループは、冒頭に言いましたように、

売り上げが1000億以下ぐらい、500人以上ぐらいをターゲットにした促進をどうするか。

しかも、開示促進というよりは、環境経営の促進ということと開示促進なので、何か悪い

ものがあったから、これを出せとか、そういうことよりは、環境経営を推進したい。だか

ら、逆に言うと、太陽と北風と言いましたけれども、例えば今、ＣＯ２については、チャ

レンジ25キャンペーンとか、また、前はチーム６％とか、それが成功したか、しなかった

か、別にして、何らかのキャンペーンとか、インセンティブを与えて、そういう格好で進

んだら、ちょっと顕彰するとか、そういうようなことも考えていく必要があるのではない

かというのがまだ１回目の議論でして、一方で、企業がどういう情報が必要かというの

は、企業ごとによって若干違う部分があるので、今、まだそこまで議論は行っておりませ

ん。 

○古田委員 今、後藤委員がおっしゃったことはすごく納得感があって、1000億ぐらいの

規模の会社の人たちにどういうふうに促進させていくかというところに取り組むというと

ころは非常に理解できると思います。それと、きょうのここに書いてある２つのテーマの

論点が、ちょっと合わないなというふうに思います。グローバル企業に対してどうすべき

かということに関しては、これはここにいらっしゃるほとんどの方は、ほうっておいてい

ただいて結構ですというような、自分たちで考えますみたいなところがあるのではないか

と思います。 

 また、サプライチェーンを通じた環境取り組み促進を拡大させるような施策というとこ

ろで、これも実はすごく難しくて、サプライチェーンを通じた施策というのも、大きくは

２つあります。１つは、やはりコンプライアンス系、特に化学物質系、ＲｏＨＳ指令や何

かに対する対応というのは、これはサプライチェーンを通じてコンプライアンスを徹底す

るというところなのですけれども、ここは容赦なく徹底するということががんじがらめに

義務づけられているわけで、こういったところとボランタリーにサプライチェーン全体の

レベルを上げていこうという話はやっぱり全然違う話でして、そこはきっちりと区別し

て、検討されるなら検討されたほうがよろしいのではないかというふうに思います。 

○上妻委員長 ありがとうございます。ご意見を踏まえて、少し方針を修正していただき

たいと思います。 
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○魚住委員 先ほど上妻委員長がおっしゃられた日中韓の話なのですが、数年前、日中韓

環境産業円卓会議というのがありまして、サステナビリティ情報審査協会会長として私も

呼ばれていきました。そこでは、環境報告書の件とか、エコプロダクツ展、日本からは山

本良一先生が団長で行かれて、一緒に行きましたけれども、そういう動きがあるので、そ

こでも話が出るのではないかと思っています。 

 もう１点、きょう、金融の方４名からお話を聞きました。私はこの取り組み、非常にす

ばらしくていいことだと高く評価するのですけれども、金融の悪い面もあるのではない

か。それはどういうことかというと、投機マネー、要は世界が豊かになるほど投機マネー

がどんどん大きくなっていく。先物取引でレバレッジをきかせて、実体の何倍、何十倍、

何百倍というような動きで、食料とか、エネルギーとか、そっちのほうに行って、食料価

格を上げることによって、西堤委員が言われた世界の貧困を引き起こしている可能性もあ

るのではないか。金融のいい面と悪い面、悪い面をどういうふうに直していくか、そうい

うのも金融機関の活動テーマとしてあってもいいのではないかというふうに個人的には思

います。 

○上妻委員長 ありがとうございます。どなたか金融機関の方でご意見ありますでしょう

か。よろしいですか。一般論として言われたことだと思うのですけれども、金融と環境、

情報開示の関係につきましては、第３回目にも取り上げられると思いますので、もしご意

見等があればそのときにお願いしたいと思います。 

 特段ご意見がないようであれば、そろそろ時間になりましたので、最後の締めに移らせ

ていただきたいと思います。 

 次回以降の検討会の予定につきまして、事務局のほうからお願いいたします。 

○猿田課長補佐 環境会計ガイドラインの訂正ということで、私の説明が少し言葉足らず

だったのですけれども、当初第１回目にご説明させていただましたとおり、環境取り組み

に係る財務情報開示のあり方を検討していく中で、環境報告、もしくは環境会計ガイドラ

インの改定という必要性があればそこに当然結びつけていきたいというふうに考えており

ます。 

 あと、促進策に関しまして、グローバル企業を特に中心にと考えているわけではなく

て、グローバル企業の情報をある程度しっかり有効に活用されているのかもしれないので

すけれども、それから1000億の間の企業の環境情報をどうやって有効活用していこうか

と。もちろん1000億以下のところも含めて、全体の環境情報の開示をどうやって有効活用
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していこうかというための促進策も必要だというふうに考えておりますので、ここら辺も

また引き続き我々のほうでしっかりと詰めていきたいというふうに考えております。 

 それから、次回以降に関しましては、第３回目、最終回になりますけれども、３月14

日、14時から17時半ということなのですけれども、Max３時間半ということで、できれば

３時間でおさめたいと思っております。上妻委員長や、各ワーキングの座長と中身をしっ

かり詰めて、ご議論していただくようにしていきたいと考えております。 

 議題に関しましては、順番などは定まっていないのですけれども、今まで第１回、第２

回でご議論いただいた内容とワーキングでの内容を踏まえまして、追加で皆様にご検討い

ただきたい内容ということと、あと、各環境政策との関連という話もございましたので、

そこら辺の可能性といった意味で、少しご意見を賜ればというふうに考えております。そ

れから、各ワーキングの検討状況については、各ワーキングの座長のほうからご説明をい

ただきたいということと、最後に、第１回目、第２回目を踏まえますと、ワーキンググル

ープの議論内容を踏まえまして、中間報告書の案というものをまずつくっていきたいと思

っております。そこら辺のお話をさせていただければと思っております。 

○上妻委員長 次回の会議時間がもしかすると３時間半になるということは、今初めて聞

いたのですが、もしそのようなことがあると、皆さん、多大な影響があると思いますの

で、なるべく早くご連絡をさしあげたいと思います。 

 それでは、きょうは、３時間にわたりまして、皆さんに熱心なご議論をいただきまし

た。本当にありがとうございました。これを踏まえて、今後の検討会の審議、もしくはワ

ーキンググループの検討に反映していきたいと思います。 

 それでは、傍聴席の皆様も含めまして、本当にお疲れさまでした。これで散会させてい

ただきます。 


